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ごあいさ つ 

 

 平成 1 8 年 3 月に旧神埼町、 旧千代田町、 旧脊振村の 3 町村の

合併により 「 神埼市」 が誕生し てから 6 年が経過し まし た。  

 こ の間、 平成 2 0 年 3 月には「 神埼市総合計画」 を策定し 、 自

然、 歴史、 文化と いっ た豊かで変化に富んだ資源を 次世代に大切

に引き 継ぐ こ と や、 全ての世代が神埼を 暮ら し やすいと 感じ 、 ま

た、 若者たちが集う 賑わいのあるまちを取り 戻し ていく こ と 、 及び協働によるまちづく り の

推進を目指し て、 取り 組みを行っ ていると こ ろです。  

 し かし ながら 、 平成 2 2 年の国勢調査では人口が減少する結果と なり 、 また高齢化も 進行

し ているこ と から 、 こ れに適切に対応し ていく こ と がまちづく り 上の大きな課題と なっ てい

ます。  

 さ ら に、 昨年（ 平成 2 3 年） 3 月 1 1 日の東日本大震災では多く の国民の命が奪われ、 生

活の基盤であっ た多数の家屋、 公共施設が甚大な被害を受けまし た。 市民の皆様が安心し て

暮ら し ていく こ と ができ る環境づく り が、 行政にと っ て何より 重要であるこ と を再認識いた

し まし た。  

 今回策定いたし まし た都市計画マスタ ープラ ン では、 約 2 0 年後の神埼市が目指す姿を

「 暮ら し やすさ と 活力にあふれた魅力ある未来都市」 と 定め、 その実現に向けた土地利用や

道路、 公園などの整備、 良好な都市環境や景観の形成などについての方針と 、 本市の北部、

中部、 南部の３ 地域についてのまちづく り の方針、 及びその実現化への取り 組みの方向につ

いて定めています。  

 今後、 マスタ ープラ ンの方針に沿っ て具体的な取り 組みを進めていく こ と になり ますが、

こ れから のまちづく り は、 市民と 行政と が協働し て取り 組んでいく こ と がたいへん重要であ

ると 考えており ます。 さ まざまな機会において、 地域の魅力や課題を最も 理解さ れている市

民の皆様が、 積極的に参加し ていただき 、 本当に「 神埼市」 に住んでよかっ た、 と 思っ てい

ただけるよう なまちづく り を共に推進し てまいり たいと 考えています。  

 最後に、 神埼市都市計画マスタ ープラ ンの策定にあたり 、 熱心に審議を重ねていただき ま

し た神埼市都市計画審議会委員の皆様並びにワーク ショ ッ プやまちづく り アンケート 調査に

ご参加、 ご協力いただきまし た市民の皆様に、 心より 感謝と お礼を申し 上げます。  

 

平成 2 4 年 3 月 

 

神埼市長 松 本 茂 幸 

 



 4

  



 5

 

神埼市都市計画マスタープラン   目 次 
 

はじ めに 

１  都市計画マスタ ープラ ンについて ---------------------- 1  

２  都市計画マスタ ープラ ンの位置づけ-------------------- 2  

３  対象範囲と 目標年次---------------------------------- 3  

４  都市計画マスタ ープラ ンの構成------------------------ 3  

５  神埼市都市計画マスタ ープラ ン策定の流れ-------------- 4  

 

第Ⅰ章 神埼市の現状と 課題 

１  神埼市の現状---------------------------------------- 5  

２  住民意向調査結果---------------------------------- 1 4  

３  神埼市のまちづく り の課題-------------------------- 1 8  

 

第Ⅱ章 都市づく り の目標 

１  都市づく り の基本理念と 将来像---------------------- 2 7  

 １ －１  都市づく り の基本と なる考え方---------------- 2 7  

 １ －２  都市の将来像-------------------------------- 2 8  

 １ －３  都市づく り の基本目標------------------------ 2 8  

２  将来フ レーム-------------------------------------- 3 0  

３  将来都市構造-------------------------------------- 3 1  

 ３ －１  広域的位置づけ------------------------------ 3 1  

 ３ －２  都市の基本構成------------------------------ 3 2  

 

第Ⅲ章 分野別の方針 

１  土地利用の方針------------------------------------ 3 7  

 １ －１  基本的考え方-------------------------------- 3 7  

 １ －２  土地利用別の方針---------------------------- 3 7  

 １ －３  主な施策の方針------------------------------ 4 1  

２  交通体系整備の方針-------------------------------- 4 3  

 ２ －１  基本的考え方-------------------------------- 4 3  

 ２ －２  交通施設の整備方針-------------------------- 4 3  

 ２ －３  主な施策の方針------------------------------ 4 6  



 6

３  自然環境の保全と 活用の方針------------------------ 4 8  

 ３ －１  基本的考え方-------------------------------- 4 8  

 ３ －２  自然環境の保全と 活用の方針------------------ 4 8  

４  公園・ 緑地の整備方針------------------------------ 5 0  

 ４ －１  基本的考え方-------------------------------- 5 0  

 ４ －２  整備方針------------------------------------ 5 0  

５  河川・ 下水道の整備方針---------------------------- 5 2  

 ５ －１  河川---------------------------------------- 5 2  

 ５ －２  下水道-------------------------------------- 5 3  

６  その他の整備方針---------------------------------- 5 4  

 ６ －１  防災の方針---------------------------------- 5 4  

 ６ －２  景観整備の方針------------------------------ 5 5  

７  一体的な取り 組み---------------------------------- 5 6  

 ７ －１  一体的な整備の考え方------------------------ 5 6  

 ７ －２  地域縦断軸の形成---------------------------- 5 7  

 

第Ⅳ章 地域別構想 

１  地域区分------------------------------------------ 6 1  

２  北部地域------------------------------------------ 6 2  

３  中部地域------------------------------------------ 7 3  

４  南部地域------------------------------------------ 8 3  

 

第Ⅴ章 実現化に向けて 

1  市民が参加するまちづく り のための仕組みづく り ------ 9 3  

 １ －１  適切な役割分担------------------------------ 9 3  

 １ －２  行政の総合的な取り 組み---------------------- 9 4  

 １ －３  ワーク ショ ッ プの経験と 展開に向けて ---------- 9 5  

２  実現化に向けた制度の活用-------------------------- 9 6  

 ２ －１  都市計画によるコ ント ロール------------------ 9 6  

 ２ －２  その他の制度の活用-------------------------- 9 8  

３  重点的な取り 組み---------------------------------- 9 9  

 

資 料 

  
  



 1

 

 

１ 都市計画マスタープランについて 

（１）都市計画とは 

 都市計画と は、 農林漁業と の健全な調和を 図り ながら 、 人々が健康で文化的な都市生活

と 機能的な都市活動を 実現する ために、 適正な制限のも と に土地の合理的な利用を行う こ

と ができ るよう に定める制度です。  

 都市計画法では、「 都市の健全な発展と 秩序ある整備を図るための土地利用、 都市施設の

整備及び市街地開発事業に関する計画」 と 定義さ れています(第４ 条)。  

（２）都市計画マスタープランとは 

 都市計画マスタ ープラ ンと は、「 市町村の都市計画に関する基本的な方針」 であり 、 住民

に最も 近い立場にある市町村が、 都市づく り の課題に対応し つつ、 市民の意見を 反映さ せ

ながら 、 あるべき都市の将来像を実現するための方針を定めるも のです。  

（３）都市計画マスタープランの役割 

①都市（まち）の将来像を示します 

 まちの将来像を示し 、 住民や地域の団体、 事業者、 行政などの多様な主体が共有する

まちづく り の目標を設定し ます。  

 

②まちづくりの方針を示します 

 まちづく り を 進めるに当っ ての都市計画の見直し 、 決定などまちづく り に関する基本

的な方針を示し ます。  

 

③都市計画の総合性・一体性を確保します 

 土地利用、 都市施設、 市街地開発事業などの都市計画相互の関係を調整し 、 都市全体

と し て総合的かつ一体的な都市づく り を進めます。  

 

④住民の都市計画に対する理解や合意形成の円滑化のための指針を示します 

 住民などがまちづく り の課題や方向性について合意し 、 そのこ と により 具体的な都市

計画の決定、 実現が円滑に進むよう 指針を示し ます。  

はじめに 
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２ 都市計画マスタープランの位置づけ 

 神埼市都市計画マスタ ープラ ンは、「 神埼市総合計画」、「 神埼市国土利用計画」 に即し 、

その都市計画に関する事項について、 本市の各種関連計画と も 整合を保ち ながら 定めます。  

 また、 佐賀県が定める「 神埼都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針（ 神埼都市計画

区域マスタ ープラ ン）」 に即すこ と により 、 都市計画の広域的な一体性を確保し ます。 県の

都市計画の方針では目指す都市像を 「 コ ンパク ト な都市づく り 」 と し ており 、 本市におい

ても 、 こ れを基本と し ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神埼市都市計画
マスタープラン

都市計画法第18条の2
「市町村の都市計画に関する

基本的な方針」

各種の
関連計画

即す

・住民意向調査

・ワークショップ
整合

反映

即す

マスタープランに基づく
具体の都市計画の決定・実施

都市計画の施策／
市民主体のまちづくり

（地区計画、開発許可制度、建築協定、緑化協定
ほか）

・ 庁内各課との調整

・ 佐賀県関係課との
調整

■市民意見の反映など

■関係部局との調整

調整

神埼市総合計画

神埼市国土利用計画

都市計画審議会

（神埼都市計画区域マスタープラン）

佐賀県中部地域マスタープラン

佐賀県都市計画の方針

諮問

答申

（都市計画区域の指定、地域地区の決定、
都市計画施設の決定・事業　　など）
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３ 対象範囲と目標年次 

（１）対象範囲 

 本マスタ ープラ ンは、 神埼市全域を対象範囲と し ます。  

 都市づく り のための計画である都市計画マスタ ープラ ンは、 市街地のみなら ず、 市域全

体にわたり 農地、 森林、 自然環境などの土地利用のあり 方を検討し 、 広域的かつ総合的な

都市づく り を 進めるこ と が重要であるこ と から 、 本市の行政区域全体を対象範囲と するも

のです。  

（２）目標年次 

①概ね２０年後を目標とします 

 都市計画マスタ ープラ ンは、 平成 2 4 年(2 0 1 2 年)から 施行し 、 概ね 2 0 年後の平成

4 2 年（ 2 0 3 0 年） を目標年次と し ます。  

②必要に応じて見直しを図ります 

 都市計画マスタ ープラ ンは、 社会・ 経済情勢や環境の変化による市民意識の変化、 都市

づく り の進捗状況などに的確に対応し ていく こ と が必要です。 こ のため、 必要に応じ て見

直し を図っ ていきます。  

 

４ 都市計画マスタープランの構成 

 神埼市都市計画マスタ ープラ ンは、 大き く 「 全体構想」、「 地域別構想」、「 実現化方策」

の３ つによっ て構成し ます。  

①全体構想 

 全体構想では、 市全域を 対象と し て、 都市づく り の理念、 基本目標、 都市構造の考え方

など将来の都市のあるべき姿を明ら かにし 、 それら に基づいた分野別の方針を示し ます。  

②地域別構想 

 地域別構想では、 市全域を 、 日常の生活圏ごと にいく つかの地域に分け、 全体構想に即

し た地域ごと のまちづく り の方針を示し ます。  

③実現化方策 

 手法や仕組みなど、 都市づく り の現状を 把握し 、 改善に結びつけるための実現化方策を

示し ます。  
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５ 神埼市都市計画マスタープラン策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域別構想 
 

1 地域区分 

2 地域別まちづくり方針 

 

神埼市の現状と課題 
 

１ 神埼市の現状 

２ 住民意向調査 

３ まちづくりの課題

実現化方策 
 

1 市民参加のための 

    仕組みづくり 

2 実現に向けた制度の活用 

3 重点的な取り組み 
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・庁内調整会議 

・パブリック 

     コメント 

神埼市都市計画マスタープラン（素案）

都市づくりの目標 
 

１ 都市づくりの基本理念と将来像

2 将来フレーム 

3 将来都市構造 

第 3 回 都市計画審議会 

第 2 回 都市計画審議会 

神埼市都市計画マスタープラン（原案）

神埼市都市計画マスタープラン

分野別の方針 
 

１ 土地利用の方針 

2 交通体系の方針 

3 自然環境の保全・活用の方針

4 公園・緑地の整備方針 

5 河川・下水道の整備方針 

6 防災・景観の方針 

7 一体的な取り組み 

第 1 回 都市計画審議会 
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１ 神埼市の現状 

１－１ 社会的・経済的条件 

●人口減少と高齢化が進行 

・ 人口は、 平成 1 2 年までの増加傾向から 平成 1 7 年に横ばいに転じ 、 平成 2 2 年には減

少する結果と なり まし た。  

・ 世帯数は平成 2 2 年でも 増加傾向で推移し ています。 また、 世帯規模は平成 1 2 年の

3 .3 3 人/世帯から 平成 2 2 年には 3 .0 6 人/世帯まで縮小し まし た。  

・ 6 5 歳以上の高齢人口は、 実数、 割合と も こ の 3 0 年間増加、 上昇を続け、 平成 2 2 年

には割合が 2 5 .0 ％と 4 分の 1 に達し まし た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ章 神埼市の現状と課題 

年齢階層別人口の推移

22.0%

19.3%

15.4%

14.1%

14.6%

64.5%

64.5%

63.8%

60.8%

60.8%

13.5%

16.2%

20.7%

25.0%

24.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S55

H2

H12

H22

H22県

幼年人口 生産年齢人口 老年人口

資料： 国勢調査 

資料： 国勢調査 

8,653 9,408 10,098 10,483

33,537

33,64833,04932,502

32,899

10,741

3.51

3.33
3.20

3.06

3.49

3.30

3.15
3.02

2.88
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40,000

H2 H7 H12 H17 H22

2.0
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3.5

4.0

人口(左目盛） 世帯数(左目盛）

世帯人員(右目盛） 県世帯人員(右目盛）

人口・世帯数の推移人又は世帯 人/世帯
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産業別就業人口の推移

3,448

4,832
5,527

4,803

7,799 8,976 10,057

2,208 1,917

16,090 16,725 16,795

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

S60 H7 H17

第３次
産業

第２次
産業

第１次
産業

表　農家数の推移

総農家数
専業農家

（主業
　農家）

第一種
兼業農家
（準主業
農家）

第二種
兼業農家
（副業的
農家）

S60 3,269 323 8272,11 9

H2 2,750 295 573 1,882

H72 ,489 284 545 1,660
H12 2,242 280 414 1,548

H172,0 75 343 393 1,339
注）H12、H17の第二種兼業農家には自給的農家を含む

資料：農林業センサス

●産業の特性 

・ 就業人口は、 第一次産業が減少し 、 第二

次産業は横ばい、 第三次産業が増加する

と いう 傾向にあり ます。  

・ 農業は、 大半が水田稲作ですが、 就業人

口の減少、 農家戸数の減少が続いていま

す。  

・ 製造業は、 製造品出荷額が県平均を 上回

る 伸びを 示し 、 進出工場が大き く 寄与し

ていま す。 業種別に従業員数を 比較する

と 、 食料品が最も 多く 、 ついで 輸送用機

械と な っ て お り 、 こ の２ 業種で 全体の

5 5 ％を占めています。  

・ 本市商業の推移は、 事業所数が減少傾向、

従業員数と 年間販売額は横ばいないし 減

少傾向にあり ます。 こ のう ち 小売業は事

業所数、 年間販売額と も 減少し ています。  

・ 小売業は、 県平均や佐賀市に比べ低い水準

にあり 、 購買者が市外へ流出し ているこ と

をう かがう こ と ができ ます。  

・ 周辺都市を含む地域の大型店立地状況は、

市内の 1 店に対し て、 市外には 2 6 店が

立地し ているこ と から 、 市民にと っ ての利

便性は高いも のの、 小売商業と し ては厳し

い競争環境下におかれていると いう こ と が

でき ます。  

  

表 商業水準の都市間比較

H19人口
小売年間
販売額

人口当り小
売販売額

人 億円 万円／人

 859 205  8 181   95

 706 583  6 843   97

佐賀市  240 025  2 758   115

唐津市  129 302  1 222   94

鳥栖市  66 522   800   120

多久市  22 188   145   65

伊万里市  57 578   526  91

武雄市  50 818   557   110

鹿島市  31 363   357   114

小城市  45 576  329   72

嬉野市  29 727   179   60

神埼市  33 484   211   63
資料：統計年鑑より作成

市 部 計

県    計

0

50

100

150

200

250

300

2 7 12 17

佐賀県

神埼市 

平成 年

製造品出荷額等推移（指数H02=100)

資料：工業統計

資料： 国勢調査 



 7

●周辺都市との関係 

・ 通勤通学によ る毎日の人口流動は、 他市町に流出が 1 0 ,0 7 7 人、 他市町から の流入が

7 ,0 9 2 人（ いずれも 平成 1 7 年） と なっ ており 、 差し 引き 2 ,9 8 5 人の流出超過と なっ

ています。  

・ 流出先で最も 多いのは佐賀市で 4 ,7 2 5 人、 次いで吉野ヶ 里町（ 旧三田川町＋旧東脊振

村） 1 ,1 8 7 人、 鳥栖市 9 7 1 人と なっ ています。  

・ 本市は、 市民が就業、 買物、 文化、 娯楽、 レ ク リ エーショ ン などの生活行動に際し て、

福岡都市圏を 含む広域的な範囲の中で、 選択的に利用するこ と が可能な立地条件に位置

し ています。  

表　流入流出人口（H17)
流出人口

(人)
同割合
（％）

流入人口
(人)

同割合
（％）

流入－
流出 (人)

市内に常住する就
業・通学者

18,884 100.0
市内で従業・通学
する者

15,899 100.0 -2,985

 自市で従業・通学 8,807 46.6  自市に常住 8,807 55.4 －
 他市町村で従業・通学 10,077 53.4  他市町村に常住 7,092 44.6 -2,985
流出先　　佐賀市 4,725 25.0 流入元　　佐賀市 2,572 16.2 -2,153

鳥栖市 971 5.1 鳥栖市 414 2.6 -557
小城市 119 0.6 小城市 317 2.0 198
川副町 94 0.5 川副町 189 1.2 95

三田川町 787 4.2 三田川町 545 3.4 -242
東脊振村 400 2.1 東脊振村 388 2.4 -12

上峰町 425 2.3 上峰町 301 1.9 -124
みやき町 646 3.4 みやき町 519 3.3 -127

福岡市 520 2.8 福岡市 97 0.6 -423
久留米市 549 2.9 久留米市 377 2.4 -172

大川市 150 0.8 大川市 135 0.8 -15
※流出先、流入元は原則100人以上を表記 資料: 国勢調査
※市町村は平成17年現在  
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中部地域、 東部地域の人口特性（ 資料： 統計年鑑）  
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●歴史資源、観光資源の状況 

・ 吉野ヶ 里歴史公園や九年庵、 ク リ ーク と し て残る環濠集落、 旧長崎街道など、 自然資源、

歴史資源等、 多く の観光資源が分布し ていますが、 外部から のアク セス性や資源相互の

つながり が不十分なこ と 、 宿泊施設が限ら れているこ と 、 案内表示や情報の発信が不足

し ているこ と など、 資源の効果的な活用にはいたっ ていません。  

 

資料： 都市計画基礎調査 他

文化財・ 公園等分布図 
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１－２ 土地利用条件 

●変化に富んだ地域特性 

・ 北部の山間部と 南部の低地部、 豊かな山林と 広大な田園、 またこ のよう な特性を 背景に

形成さ れてきた生活や産業など、 市内は変化に富んだ特性を有し ています。  

 

 北部 中部 南部 

概ねの位置 概ね長崎自動車道以北 

(脊振町、 神埼町北部) 

概ね長崎自動車道と JR

長崎本線に挟まれた区域

（ 神埼町中部）  

概ね JR 長崎本線以南 

(神埼町南部、 千代田町) 

地形 山地又は段丘 扇状地状低地 三角州状低地 

土地の傾斜 3 °以上 0 ～3 ° 0 ° 

地質 花崗岩類 砂状堆積物 泥状堆積物 

標高 1 0 0 ～1 0 0 0 ｍ 1 0 ～1 0 0 ｍ(JR 近傍は

1 0 m 未満）  

1 0 ｍ未満 

土地利用 

面積割合 

（ 宅地には

公共公益施

設用地を含

む）  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

北部： 脊振町、 中部： 神埼町、 南部： 千代田町の値を記載 

土地利用の

特徴 

山林が主体の山間地 水田利用が中心 

住宅、 工場や業務施設の

立地も 多い 

ク リ ーク が独特の景観を

呈する水田利用が中心の

田園地帯 

駅南口や幹線道路沿道に

は商業・ 業務施設が立地

3 3 .6 % （ -6 .1 8 % ）  2 4 .1 % （ -1 .9 6 % ）  2 5 .2 % （ -2 .0 3 % ）  高齢化率 

北部： 脊振町、 中部： 神埼町、 南部： 千代田町の値を記載 

H 2 2 国勢調査、（  ） 内は人口増減率 H 1 2 →H 2 2  
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資料： 都市計画基礎調査 
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●焦点がない都市的土地利用 

・ 従来から の市街地は老朽化、 空き

店舗化が進む一方、 幹線道路の沿

道に分散的に工場や業務施設が立

地し たり 、 農地内に小規模住宅地

開発が分布するなど、 まと まり が

ない土地利用と なっ ています。  

・ 農地や山林と 宅地が混在するかた

ちの土地利用が行われており 、 道

路や公園、 下水道など生活環境施

設の整備などにと っ て、 非効率的

な状況にあり ます。  

●魅力に乏しい市街地 

・ 神埼駅南口周辺の市街地は、 買い

周り 的な店舗の立地がほと んどな

いこ と 、 歩行環境整備が行われて

いないこ と 、 老朽化し た建物の更

新が進んでいないこ と などから 、

市を 代表する市街地と し ての魅力

に乏し い現状にあり ます。  

 

 

 
空家・ 空き 地が目立つ旧長崎街道 殺風景な駅前広場 

字別商業業務施設床面積割合 

資料： 都市計画基礎調査 
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１－３ 市街地環境条件 

●幹線交通網の不足 

・ 東西方向には国道 3 4 号、 国道 2 6 4

号、 県道佐賀川久保鳥栖線などが経

由し ており 、 広域的な東西方向の幹

線の役割を 担っ ていますが、 いずれ

も 片側 1 車線道路で、 渋滞の発生な

ど交通処理機能が十分ではないほか、

歩道整備や植栽も 不十分です。  

・ 南北方向は、 国道 3 8 5 号や県道佐

賀外環状線、 県道三瀬神埼線などが

配置さ れていますが、 市内の三つの

地域を 安定的に結ぶ縦断軸に該当す

る路線があり ません。  

・ 特に、 県道三瀬神埼線の山地部は、

地形条件から 線形改良や幅員が不十

分で、 交通事故の危険性のほか大雨

時のがけ崩れによ る 災害などの危険

性が高く なっ ています。  

・ 鉄道は、 JR 長崎本線が経由し 、 Ｊ

Ｒ 神埼駅は県内で 4 番目の乗降客を

示し 、 通勤通学客の足と し て利用が

進んでいます。 また、 利用客は増加

の傾向にあり ます。  

・ バスは、 路線バス、 巡回バス、 スク

ールバスが運行さ れていますが、 市

民から はバス利便の向上に関する 要

望が高く なっ ています。  

 

表　県内JR駅一日平均乗降人員の上位10駅（H20)

路線名 駅名
一日平均乗
降人員(人)

定期率(%)

1 長崎本線 佐　　賀 22,677 55.9%

2 鹿児島本線 鳥　　栖 13,675 61.9%

3 鹿児島本線 基　　山 7,566 77.0%

4 長崎本線 神　　埼 3,148 80.3%

5 鹿児島本線 けやき台 2,634 80.3%

6 長崎本線 肥前鹿島 2,408 62.5%

7 長崎本線 肥前山口 2,365 54.3%

8 長崎本線 吉野ケ里公園 2,279 76.3%

9 唐　津　線 小　　城 2,067 79.6%

10 長崎本線 中　　原 2,040 84.3%

資料:県統計年鑑

資料： 道路交通セン サス（ H 1 7 ) 

平日 1 2 時間交通量
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●都市基盤の未整備 

・ 生活道路は、 身近な生活空間と し て幅員、 歩行空間、 街路灯、 植栽などの整備が不十分

で、 交通事故や防犯上の危険性が高い場所があり ます。  

・ 公園は、 吉野ヶ 里歴史公園（ 広域公園） や日の隈公園、 神埼中央公園など、 規模が大き

い公園は整備が進んでいますが、 街区公園や遊び場など身近な公園は整備さ れていませ

ん。  

・ 下水道は、 地域特性に対応し て公共下水道、 集落排水事業、 合併処理浄化槽による整備

が進めら れています。 平成 2 ３ 年度の公共下水道供用開始面積は、 計画の 5 1 .1 % と な

っ ています。  

 

●災害の危険性 

・ 災害から の安全性に対し ては不満度は高く ないも のの、 本市の地形的特性、 土地利用特

性から 、 北部山間部では、 がけ崩れやこ れに伴う 道路閉塞、 集落の孤立などの発生、 ま

た、 南部平地部においては、 大雨時の湛水被害がたびたび発生し ています。  

資料： アンケート 調査 
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２ 住民意向調査結果 

●住みよさについて 

・ 全体の 4 分の 3 を 越える 7 5 .5 ％が｢と ても 住みやすい」 または「 まあ住みやすい｣と 評

価し ています。  

・ 住みよいと こ ろ の印象については、「 豊かな自然｣や「 住み慣れて愛着がある｣、「 歴史や

由緒」、「 災害の心配が少ない｣を半数以上の人が指摘し ています。  

・ 反対に、「 そう 思わない」 人が 2 0 % を 越える項目は、「 都会的な魅力」、「 働き 口」、「 行

政文化のサービス」、「 高齢者の生活し やすさ ｣、 ｢生活の利便性｣の 5 項目です。  
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神埼市全体の「住みよいところ」の印象　（強くそう思う｣＋｢そう思う｣の合計が多い順）
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資料： アンケート 調査 
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●最近の土地利用の変化について 

・ 最近の土地利用動向については、 ｢空き 店舗の増加｣が最も 多く 、「 強く 感じ る」 と 「 少し

感じ る」 の合計は 6 6 .9 ％に達し ます。 続いて「 空き 家の増加」 が 5 2 .2 ％、「 耕作放棄

地の増加」 が 4 9 .1 ％と なっ ています。 こ のほか、 ｢虫食い状に建物の増加」、「 郊外型店

舗の増加」、 ｢空き 地の増加｣、「 ごみ投棄の増加」 も それぞれ 4 0 ％を 越える指摘があり

ます。  

・ 反対に｢不調和な建物の増加」 と 「 住宅地の混在化の進行｣については、 ｢感じ ない｣が

6 0 ％を越えており 、 こ れら の動き は少ないと 感じ ら れています。  
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地域コミュニティーが良くない

働き口が探しにくい

行政や文化のサービスを利用しにくい
医療が充実していない

(件)「住みよさ」、「住みにくさ」についての自由意見

資料： アンケート 調査 
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資料： アンケート 調査 



 1 6

●特色あるまちづくりについて 

 

・ 特徴あるまちづく り への取り 組みについては、「 イ メ ージがつかめないが、 快適さ や特色

づく り は必要」 が半数に近い 4 7 .9 ％で最も 多く なっ ています。 以下、「 必要なこ と は行

政が責任を 持っ てやるべき 」 1 7 .5 ％、「 面白いので積極的に進めていいのではないか」

1 2 .0 ％と なっ ていますが、「 ・ ・ ・ 特色づく り は必要」 と は大き な開きがあり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 特徴あるまちづく り のイ メ ージと し て最も 選択が多かっ たのは、「 災害時も 安心でき るま

ち」 で 5 0 .9 ％と 半数が考えています。 以下「 利用し やすい移動手段が確保さ れている

まち」 が 4 0 .2 ％、「 美し い田園・ 里山の景観が広がるまち」 3 6 .6 ％、「 歩行者が安全に

安心し て歩ける まち」 3 5 .3 ％、「 憩いの広場のあるまち」 3 1 .9 ％、「 豊かな水辺に親し

めるまち」 3 1 .5 ％と 続いており 、 安全性や利便性への関心が高い結果と なっ ています。  

 

資料： アン ケート 調査

資料： アン ケート 調査 

特色あるまちづくりのイメージ（複数回答）

40.2

35.3

31.9

36.6

31.5

24.8

25.9

50.9

1.8

0 10 20 30 40 50 60

1 バスなど利用しやすい移動手段が
確保されているまち

2 歩行者が安全に安心して
歩けるまち

3 人と会うのが楽しくなる
憩いの広場のあるまち

4 美しい田園・里山の景観が
広がるまち

5 河川やクリークなど豊かな水辺に
親しめるまち

6 歴史的なまちなみ・資源が残り
市外の人が訪れたくなるまち

7 個性的なお店が多く
にぎわいのあるまち

8 防災広場などが整備され
災害時も安心できるまち

9 その他

特色あるまちづくりへの取り組みについて

1 面白いので積極的
に進めていいので
はないか

2 イメージがつかめないが、快適
さや特色づくりは必要

3 自分の住んで
いるところが取
り残される気が
する

4 必要なことは
行政が責任を
持ってやるべ
き

5 ほかにやるべき
ことがあるので
無駄づかいは
やめるべき

6 その他 3.2

47 .9

17.5

8.0

6.6 12.0

(%)
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●身近な環境の満足度と整備の優先度について 

 

・ 身近な環境に対する「 満足度」 と 「 優先度」 の分布から 、 施策の必要性、 緊急性につい

て検討を行ないまし た。  

・ 施策の強い推進を図るべき 項目は、「 生活道路」、「 下水道」、「 遊び場」、「 高齢者施設」 と

なっ ています。 また、「 防災」、「 防犯」 については満足度も 優先度も 高く 、 一層の施策推

進が必要と の評価と 見るこ と ができ ます。  

 

●上のグラ フ の見方 

④満足度は低いが、 優先

度も 低いため、 施策の

工夫が必要 

③満足度は高いが、 相対的

に優先度は低いため現状

の施策レ ベルを維持 

①満足度が低く 、 優先度は

高いため、 施策の強い推

進を図るこ と が必要 

②満足度が高く 、 かつ優

先度も 高いため、 一層

の施策の推進が必要 

満足度高い満足度低い 

優先度低い

優先度高い

  

  

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.20 -1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40

満足度高い →←満足度低い

←

優
先
度
高
い

優
先
度
低
い→

満
足

度
係

数
合

計
平

均

神
埼
市
合
計

防災

防犯生活道路

バス利用

街並

買物
通学

幼児保育

公民館

高齢者
医療施設

遊び場 下水道

公害

資料： アンケート 調査 
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３ 神埼市のまちづくりの課題 

（１）まちづくりの基本課題 

●少子高齢化・人口減少への対応 

 人口の減少傾向や高齢化など、 人口の動向と 見通し に対応し たまちづく り が必要です。

具体的には、 日常生活において少ない移動距離で日常生活を送るこ と ができ るこ と 、 身近

な道路における 安全性や快適さ に配

慮し た、 車に過度に依存し ない土地

利用、 交通体系の実現を 図っ ていく

必要があり ます。  

 高齢者だけではなく 、 若い世代に

と っ ても 気軽に公共機関が利用でき

る こ と や、 さ まざまな災害から の安

全性、 子供たち を 安心し て遊ばせる

こ と ができ る 身近な公園・ 広場の整

備など、 暮ら し やすい生活環境の整

備を図る必要があり ます。  

 

 

資料： 国勢調査 

3
1
,8

1
5

3
2
,5

0
2

3
3
,6

4
8

2
9
,5

0
1

3
1
,6

2
9

3
2
,8

9
9

13.5
16.2

20.7

25.0

31.8

34.6

11.8

15.2

20.4

24.6

30.5

33.3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H32 H42

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

総人口
（左目盛、黄色は推計）

高齢化率
（右目盛）

県高齢化率
（右目盛）

人口の推移と将来推計（人） (%)

資料：国勢調査、国立社会保障･人口問題研究所推計

年齢階層別人口の推移

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

団塊世代

(実数が増加 ）

75歳以上の急増

少子化の進行

生産年齢人口
の減少

若年層の
減少

H22

H12

H2

（人）

前後の増加
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●広域都市圏における位置づけ 

 本市は、 県都佐賀市や福岡県久留米市に隣接し 、 鳥栖市や福岡都市圏にも アク セスが容

易と いう 立地条件から 、 都市的サービスの利便性は高い反面、 市内には雇用の場や買回り

品を 扱う 店舗の立地が少なく 、 農地と 住宅地が混在し た郊外住宅地と いう 性格の都市と な

っ ています。  

 し かし 、 佐賀市の郊外部から 神埼市を 経て吉野ヶ 里町、 上峰町、 みやき 町に至る佐賀中

部都市圏の一部と し て、 似たよう な景観や地域に囲まれ、 その中に埋没する傾向があり ま

す。  

 こ のよう な特性を 踏まえて、 本市においては佐賀都市圏等における住宅地と し ての役割

に加えて、 広域交通利便性を いかし た業務機能の立地等による 活力ある産業の集積の役割

を 担う と と も に、 歴史や文化、 自然などの固有の資源の活用による個性ある都市空間の形

成を図り 、 地域に埋没し ないまちづく り を行っ ていく 必要があり ます。  

 

 

 

広域条件図 
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●神埼らしさの創出 

 合併により 、 山間部から ク リ ーク に囲まれた田園地域までに代表さ れる 、 変化に富んだ

地域特性を有する こ と になっ た本市にと っ て、 都市空間や都市機能の側面から 一体性のあ

る神埼ら し さ を創り あげていく こ と が必要です。  

 特に、 吉野ヶ 里遺跡やク リ ーク 、 長崎街道などの歴史資源、 田園景観や森林空間などの

自然資源は、 市民にと っ て身近に接するこ と ができ る資源であり 、 積極的にまちづく り の

中に取り 込むこ と により 、 個性ある都市空間の形成を図っ ていく 必要があり ます。  
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●拠点と軸づくり 

 様々な都市機能や土地利用のメ リ ハリ のある配置、 秩序だっ た人や物の流れにより 、 都

市の構造を明確化するこ と ができ ます。  

 こ のため、 神埼市総合計画にも 示さ れているよう に、 本市の特性にふさ わし い「 拠点」

と 「 軸」 を位置づけると と も に、 都市計画のテーマのひと つと し て整備を 図っ ていく 必要

があり ます。  

 

 

 

神埼市総合計画による拠点と 軸の構成図 
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（２）都市計画の課題 

●土地利用 

（都市計画区域） 

・ 現在神埼町の範囲に定めら れた都市計画区域、 及び千代田町に定めら れた準都市計画区

域について、 本市の特性や一体的な都市整備の要請を 踏まえ、 総合的に見直し ていく 必

要があり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

（良好な市街地の形成） 

・ 市街地住宅地、 田園住宅地、 多自然住宅地など地域特性に調和し た住宅地の形成、 また、

若者や学生、 子育て世代、 中堅世代、 高齢者など世帯の特性、 ニーズに見合っ た住宅地

の形成が必要です。  

・ 幹線道路の沿道などを 中心と し て商業や業務施設の立地圧力が高い地域においては、 周

辺環境と の調和を 図り つつ、 市の活性化も 展望し て立地ポテンシャ ルを 受け止めていく

必要があり ます。  

・ 市街地部における土地、 建物の混乱を 防いでいく ために、 建築物の建築についてのルー

ル化の検討などを行う 必要があり ます。  

 

 

資料： アン ケート 調査 

資料： アン ケート 調査 

1.8 48.1 35.9 2.112.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っている だいたい知っている

内容はよく知らない ことばを聞いたことがない

無記入

都市計画区域の知識

22.6 5.1 17.451.4
0.4

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に制限する 必要最小限にとどめる

制限しない わからない

その他 無記入

都市計画制度の適用

7.2 54.4 21.4 9.94.2

0.4

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

開発はしてほしくない 厳しい条件つきの開発

計画的な開発であればよい 促進してよい

わからない その他

無記入

土地利用のあり方
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（良好な環境の保全） 

・ 田園や山林など市街地を 取り 囲む自然環境については、 それぞれの機能を維持し ていく

ためにも 、 また市街地に潤いを提供するためにも 保全を図っ ていく 必要があり ます。  

51.7

40.9

35.4

30.7

22.9

21.2

20.6

16.5

15.0

1.0

0 10 20 30 40 50 60

望ましい土地利用の取り組みについて（複数回答） (%)

●産業を活性化させ雇用の場を市内につくるため
工場や企業の誘致を進める

●まちや集落の身近な道路・公園の整備を進め
毎日の暮らしやすさを高める

●今ある商店街を活性化させ車がなくても
利用しやすいまちづくりを行う

●農業生産や田園風景をできるだけ保護･保全する

●人口増加の受け皿となる新しい住宅地を整備する

●神埼駅周辺などに商業施設や事務所など
さまざまな施設の立地を進める

●国・県道など幹線道路沿いに商業施設や
娯楽施設の誘致を進める

●周囲の山並みや山林をできるだけ保護･保全する

●歴史資源や文化施設、レクリエーション施設の
保全･整備を進める

●その他

 
 

●交通・道路網 

（幹線道路の整備） 

・ 佐賀県の中核都市圏内に位置する本市では、 周辺都市と の円滑な連携を 強化し ていく た

め、 長崎自動車道東脊振 IC へのアク セス、 国道 3 4 号をはじ めと する国道や県道の交通

機能の向上など、 広域交通体系を充実さ せていく こ と が必要です。  

・ また、 南北方向の軸の強化を図り 、 市の一体性を 確保し ていく ために、 市内を 南北に縦

貫する幹線道路の整備を図る必要があり ます。  

・ 幹線道路の整備に当たっ ては、 交通処理のみなら ず、 快適な沿道景観、 安全な歩行者自

転車の利用、 沿道土地利用への配慮など、 道路の多様な機能の向上を 図っ ていく 必要が

あり ます。  

（公共交通の利便性の確保） 

・ JR 長崎本線神埼駅の利用を 促進し ていく ため、 運行方式の改善、 乗り 換え機能の向上

やバスと の接続性の向上を図る必要があり ます。  

・ 市内を き め細かく 運行し ているバスについて、 利用者ニーズを 踏まえて利便性向上を 図

る必要があり ます。  

資料： アンケート 調査 
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（生活道路の整備） 

・ 市民の日常生活を支える生活道路網については、 円滑な交通、 歩行者の安全性、 防犯、

防災などの機能が十分に確保でき るよう 整備を進める必要があり ます。  

●自然的環境及び公園緑地 

（自然的環境の保全） 

・ 自然的環境については、 豊かな山林やク リ ーク に代表さ れる水路網が発達し た田園など

が本市を特徴づけており 、 その保全を 積極的に図る と と も に、 市民が利用し 、 また学習

する場と し て、 整備、 管理を進めていく 必要があり ます。  

（公園緑地の整備） 

・ 街区公園レベルの身近な公園・ 広場の確保や整備を進める必要があり ます。  

・ 本市は田園地帯や山林地帯を 擁し ているこ と から 、 オープンスペースは広大に広がるも

のの、 それら は生産の場と し て利用するも のであり 、 集落を 含む市街地環境と し て、 安

全で快適な公園・ 広場の確保を図る必要があり ます。  

（景観） 

・ 本市の大き な特色と なっ ている山並みや河川、 豊かな田園など変化のある自然景観、 吉

野ヶ 里歴史公園や九年庵、 旧長崎街道などの歴史資源は、 市民の生活に潤いを 与える

「 眺め」 や「 快適な環境」 を提供し ており 、 積極的に保全し ていく 必要があり ます。  

・ 景観はこ れら 資源にと どまら ず、 身近な生活空間すべての質を 高めていく 大き な要素で

あり 、 建物や街並みの手入れ、 公共空間の質的向上などを 積み重ねていく 必要があり ま

す。  

●河川・下水道等の整備 

・ 河川については、 河川の治水機能の向上、 水辺環境の保全、 自然環境ネッ ト ワーク と し

ての整備など、 河川の多様な機能の増進を図る必要があり ます。  

・ 下水道については、 生活様式の変化や地域の自然的、 社会的特性を 踏まえ、 整備を 進め

ていく 必要があり ます。  

・ その他、 市民生活上で基盤と なる都市施設の整備を図っ ていく 必要があり ます。  

●防災 

・ 発生の危険性が高い山間部におけるがけ崩れや平地部における湛水被害などに対し ては、

市民の生命・ 財産の安全性の確保に向けて、 被害を 最小化でき るよう 対応を図る必要が

あり ます。  
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●市民によるまちづくり 

・ 人材面や財政面から 行政だけでは、 多様化し た市民のニーズを 満たすこ と は困難と なっ

ており 、 市民自ら の知恵や行動力を 生かし て、 行政と と も にまちづく り を 推進し ていく

必要があり ます。  

・ 市民が参加するき っ かけを作っ ていく ためには、 的確な情報の提供、 都市計画と いう 枠

にこ だわら ない総合的な受け止めなど、 行政と し ての支援の取り 組みを 行っ ていく 必要

があり ます。  

 

 

 

 

 

  

・ アンケート 調査による まち づく り への参

加については、「 テーマによ っ ては参加

し ても よい」 が半数近く を 占め、 次いで

「 参加する 気はないがみんなが決めたこ

と であれば従う 」、「 誘われれば参加し て

も よい」 と なっ ており 、 やや消極的では

あり ますが参加の意向は認めるこ と がで

き ます。 また、 市民が参加するまちづく

り の必要性についても 理解さ れている と

考えるこ と ができ ます。  

積極的に参
加する, 5.4

単独で考え
たい, 1.3

テーマによっ
ては参加して
もよい, 48.0

参加する気
はないが従

う, 17.3

誘われれば
参加してもよ

い, 11.2

わからない,
13.1 その他, 1.4

無記入, 2.2

まちづくりへの参加について
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１ 都市づくりの基本理念と将来像 

１－１ 都市づくりの基本となる考え方 

 神埼市は、 豊かで変化に富んだ自然、 歴史に培われた文化、 近隣都市と 一体と なっ た利

便性の高い生活圏など、 快適で個性ある生活・ 生産の場と し て可能性を秘めた地域です。  

 し かし 、 人口が減少傾向に転じ 、 高齢化率は上昇を 続けています。 また、 空き 家や空き

店舗の発生、 自然災害に対する不安、 都市の顔と なる 都市空間の未形成など、 都市と し て

解決すべき 課題は数多く あり ます。  

 一方、 わが国では人口減少時代へ突入し 、 人口の少子高齢化、 産業構造の大き な変化か

ら 、 土地利用の考え方や交通体系のあり 方の変化、 低炭素型社会の提唱、 厳し い財政事情

によ る公共投資の抑制など、 従来から の都市のあり 方を見直す動き も 出ており 、 こ のよう

な変化を踏まえた都市づく り を行っ ていく こ と が求めら れています。  

 本市では、 平成 2 0 年に「 神埼市総合計画」 を策定し 、 基本構想において 

 

  「 悠久の土地で市民が健やかに安心し て暮ら し 続ける」  

  「 多様な産業基盤を築き 豊かな夢資源を生かす」  

  「 次代を担う 人材と 地域文化を育て市民がまちづく り の主役と なる」  

 

こ と を基本理念と し 、  

 

   『 自然と 歴史と 人が輝く 未来都市  

       ～潤いと 活力を次世代へ継ぐ 、 夢創造都市を目指し て～』  

 

を将来都市ビジョ ンと し て掲げています。  

 こ のよう な背景や変化の方向を踏まえ、 本市において 2 0 年後を展望し た都市づく り を

進めていく 上で基本と なる考え方は、 次の通り と し ます。  

 

 

 

・ 安全、 快適に住み続けるこ と ができ るこ と  

・ 自然、 歴史、 文化の個性ある資源を次世代に継承し ていく こ と  

・ 市民が主体的に参加し ていく こ と  

第Ⅱ章 都市づくりの目標 
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１－２ 都市の将来像 

 本市は、 広域的に見ると 隣接する佐賀市を はじ め鳥栖都市圏、 久留米都市圏、 福岡都市

圏への近接性から 、 通勤・ 通学・ 買物などの利便性が高い位置にあり ます。 また、 大学や

高校などの教育機関が立地し ている こ と や、 多く の歴史資源や自然資源に囲まれているこ

と から 、 若者や市外から の来訪者など様々な人たちと の交流・ 連携の可能性も 秘めていま

す。  

 一方、 本市では顔と なる「 中心」 が形成さ れていないこ と や、 様々な資源がそれぞれ孤

立し ているこ と 、 自然条件や歴史的社会的な条件が異なる南北に長い市域から 、 神埼市民

が「 神埼ら し さ 」 を 感じ るこ と ができるよう な「 場所」 や「 空間」 が必要と 考えら れます。  

 こ のよ う な本市の特性を 踏まえ、 子供や若者たちから お年寄り まで、 多様な世代が安心

し て快適に暮ら すこ と ができ る都市づく り を目指し て、 本市の 2 0 年後に向けての将来像

を次のと おり と し ます。  

 

 

１－３ 都市づくりの基本目標 

 都市の将来目標の実現に向けて、 都市づく り の基本目標を次のと おり と し ます。  

 

 

 

『 暮ら し やすさ と  活力にあふれた 魅力ある未来都市』  

 【 快適で利便性に富んだ田園ラ イ フ を実現する都市づく り 】  

・ 利便性の高い交通体系を 背景に佐賀県中部地域の一翼を 担う 交流都市を

目指す 

・ 若者を含む多様な世代を受け入れる快適環境都市を目指す 

・ 山並みを背景と し た田園風景やク リ ーク 網と 調和し た美し い都市を目指す 

 

【 神埼の個性を育む都市づく り 】  

・ 神埼の顔が見える魅力ある都市を目指す 

・ 神埼市の一体性を育てる都市を目指す 

・ 城原川に代表さ れる自然の恵みを分かち合う 都市を目指す 

 

【 市民が主役の都市づく り 】  

・ 市民と 行政と の協働による都市づく り を目指す 
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２ 将来フレーム 

 おおむね 2 0 年後の平成 4 2 年における本市の人口及び世帯数の目標は、 下表のよう に

人口は 3 0 ,0 0 0 人（ 平成 2 2 年から 2 ,9 0 0 人の減少）、 世帯数は 1 1 ,0 0 0 世帯（ 同 

2 5 0 世帯の増加） と 設定し ます。  

 人口の高齢化や少子化に伴う 年齢構成の変化により 、 本市においても 人口の減少傾向は

続き 、 こ のままの趨勢ではさ ら に減少するこ と も 推測さ れますが、 今後、 子育て世代、 若

者、 中堅層、 そし てリ タ イ ア層など、 各年齢層にと っ て住みよいまちづく り を 積極的に進

める目標人口と し て設定し たも のです。  

 なお、 こ の設定において 6 5 歳以上人口が占める 割合は、 平成 2 2 年の 4 分の 1

（ 2 5 .0 ％） から 平成 4 2 年には 3 分の 1 （ 3 2 .6 ％） に達すると 見込んでいます。  
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資料： 国勢調査、 独自推計 

資料： 国勢調査、 独自推計 

表　人口・世帯数の目標

H22 H32 H42

現況 中間年次 目標年次

総人口 人 32,899 31,600 30,000

　0-14歳 % 14.1% 13.5% 12.4%

　15-64歳 % 60.8% 55.7% 55.0%

　65歳以上 % 25.0% 30.8% 32.6%

世帯数 世帯 10,741 11,100 11,000

世帯当り人員 人/世帯 3.06 2.85 2.73
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３ 将来都市構造 

３－１ 広域的位置づけ 

 「 佐賀県の都市計画に関する基本方針」（ 平成 2 0 年改正） では、 神埼市は「 中部地域」

に含まれ、 中部地域マスタ ープラ ンにおいて、 地域づく り の理念を 『 スローシティ 佐賀中

部』 と 定め、 また地域整備の基本方針と し て、  

○ 中核都市と し ての様々な都市機能が集積し 、 各都市の個性を活かし た地域づく り  

○ 豊かな自然・ 歴史的文化的環境と 都市的機能が調和し た魅力あふれる地域づく り  

○ 広域交通ネッ ト ワーク などによる産業に活力ある地域づく り  

○ 地域特性を活かし た多彩な農水産業の振興と 豊かな自然や文化を活かし た農山漁村

づく り  

 

を行う こ と と さ れています。  

 以上を 踏まえながら 、 本市の広域的な位置づけについては、 県都佐賀市に隣接すると い

う 立地を 生かし て、 佐賀市に立地する様々な広域的な都市機能の利用利便を享受し つつ、

個性ある 豊かな自然や歴史的・ 文化的環境を 提供するゾーンと し て、 また、 多様な居住空

間を 提供するゾーン と し て、 農林業と の調和に配慮し ながら 、 佐賀市や周辺都市等と 適切

な機能分担を 行う と と も に、 こ れを支える し っ かり と し た交通ネッ ト ワーク と あいまっ て、

目指すべき 中部地域の地域整備における役割を担っ ていく こ と と し ます。  

 

 

 

 

 

中部地域の将来地域構造 

資料： 

佐賀県都市計画に関する基本方針より 
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３－２ 都市の基本構成 

 本市の土地利用の大き な枠組みと なる土地利用のゾーニングを おこ ない、 そのゾーニン

グの中で都市の機能配置にメ リ ハリ を つけ、 ゾーニング間の円滑な人やモノ の流れを つく

り だし て、 全体と し て調和のある構成が形づく ら れるよ う 、 骨組みと なる拠点と 都市軸を

配置し ます。  

 拠点と は商業・ 業務、 教育・ 文化、 行政などの機能が集積し 、 また、 生産活動や歴史文

化レク リ エーショ ン機能が集約的に配置さ れる場所と 位置づけます。  

 都市軸は、 広域的な地域を円滑に結び、 また市内の各拠点を 結ぶ交通や緑のネッ ト ワー

ク を想定し ます。  

 拠点と 軸の配置については、「 神埼市総合計画」 において示さ れた拠点と 軸の配置を基本

と し て、 将来の都市構造をイ メ ージし ます。  

（１）土地利用のゾーニング 

 本市における 市街地や農業生産地、 集落地、 山地部における山林や山間集落地など、 土

地利用の大き なまと まり について、 その配置をゾーニングと し て方向づけます。  

 

市街地ゾーン ○旧長崎街道神埼宿周辺の市街地や、 その周辺の住宅地、 国道 3 4

号沿道、 国道 2 6 4 号沿道の千代田総合支所から 佐賀市境界にい

たる区域、 及び脊振総合支所の周辺で、 現在、 市街地を形成し て

いるゾーンを市街地ゾーンと し ます。  

○古く から の市街地や、 幹線道路の沿道に形成さ れた市街地など、

本市における居住機能や商業業務機能、 生活サービス機能などが

まと まっ て配置さ れたゾーンです。  

農業・ 集落ゾーン ○おおむね長崎自動車道以南の佐賀平野の一部と なっ ている農地及

び集落地を農業・ 集落ゾーンと し ます。  

○ク リ ーク と 一体と なっ た環濠集落が分布し 、 基盤整備が行われた

優良な農地における農業生産が行われるゾーンです。  

山林ゾーン ○神埼町北部及び脊振町の区域と なる、 脊振山系を山林ゾーンと し

ます。  

○河川の水源があり 、 木材生産、 レク リ エーショ ンの場と し ての役

割や、 市街地、 農業・ 集落ゾーンから の神埼ら し い緑の眺望を 提

供する役割を果たし ています。  
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（２）拠点の配置 

 拠点は、 中心拠点と 生活拠点及び教育や生産などの都市機能の集積による都市構造上の

核と なる地区と し ます。  

 

①中心拠点 

・ 本市の都市と し ての顔と なるべき 旧長崎街道神埼宿周辺地区を 中心拠点

と 位置づけます。  

・ 当拠点は、 JR 神埼駅のほか、 市役所その他の公共公益施設、 旧長崎街道

由来の古い街並み、 吉野ヶ 里歴史公園への玄関口など、 本市で最も 都市

機能が集積し 、 また人が集まるこ と が期待さ れる地区でも あり ます。  

・ 近年、 空店舗や空き 地の増加、 人口の空洞化などから 、 活力が乏し い市

街地と なっ ていますが、 本市の活力を高め、 賑わいを 取り 戻し ていく こ

と や、 市民が誇り を 持っ て「 まち の中心」 と いえる よ う な拠点の形成に

向けて、 中心拠点と 位置づけるこ と と し ます。  

②生活拠点 

・ 千代田総合支所及び脊振総合支所の周辺を、 生活拠点と 位置づけます。  

・ 生活拠点にあっ ては、 各地域の日常生活サービ ス機能の配置を 図る と と

も に、 防災上の拠点機能、 周辺における 歴史文化レ ク リ エーショ ン 情報

の提供機能など、 周辺への波及を 考慮し た機能の充実を 図るこ と と し ま

す。  

③生産拠点 

・ 工業生産機能が立地、 又は今後の立地が想定さ れる県道佐賀鳥栖川久保

線沿道、 および千代田町国道 3 8 5 号沿道を生産拠点と 位置づけます。  

・ 生産拠点においては、 本市の産業活性化や雇用の拡大を 図る ため、 周辺

環境と の調和に配慮し ながら 、 工業生産機能や業務機能の立地・ 集積を

図る地区と し ます。  

④教育拠点 

・ 西九州大学及びその周辺を教育拠点と 位置づけます。  

・ 本市に定着し た西九州大学は、 様々な可能性を 秘めた若者の学びのゾー

ン と し て、 本市の特性に欠かせない役割を 果たし ています。 若者たちが

学び、 かつ生活する場と し て、 今後と も 良好な環境形成を図り ます。  

⑤歴史文化

レ ク リ エ

ー シ ョ ン

拠点 

・ 北から 、 脊振町の脊振神社、 鳥羽院山荘、 高取山公園など、 神埼町の吉

野ヶ 里歴史公園、 仁比山公園、 日の隈公園、 横武ク リ ーク 公園、 旧長崎

街道神埼宿など、 千代田町の下村湖人生家、 直鳥城跡公園、 次郎の森公

園などを、 歴史文化レク リ エーショ ン拠点と 位置づけます。  

・ こ れら 歴史文化レ ク リ エーショ ン拠点は、 現状では一つ一つが単独の施

設と なっ ており 、 せっ かく の資源が活用さ れていない状況にあり ます。  

・ こ のため、 拠点と し て整備・ 管理を 進める と と も に、 市民に親し まれ、

また市外から の来訪者を 迎える こ と ができ る よ う 、 こ れを つなぐ ネッ ト

ワーク の形成などにより 、 魅力ある拠点と し て形成を図り ます。  
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（３）都市軸 

 都市軸は、 本市の都市構造上の骨格と し ての役割と 、 各拠点の機能を結んで人やも のを

円滑に流動さ せる血管の役割を 果たし ます。 対象と なる のは、 幹線的な機能を 持つ道路だ

けではなく 、 主要な河川など線状にモノ を流す働きを持っ た都市施設を位置づけます。  

 筑後川から 脊振山系にいたる南北に長い市域をも ち 、 三角州状の低地から 扇状地地形、

丘陵地、 そし て山地にいたる 性格が異なる 地形的条件、 また、 佐賀平野を 東西に貫く 佐

賀・ 鳥栖・ 武雄連携軸（ 佐賀県都市計画の基本方針） が本市の中央部を横断する と いう 地

理的な特徴から 、 こ れまでに形成さ れてき た人や物の流れは、 東西方向が主要なも のでし

た。  

 将来に向けては、 こ れら の東西方向の軸の充実により 広域的な連携の強化を図ると と も

に、 本市の一体的発展を 図り 、 市内における 市民の生活・ 生産の活動を支え、 また、 防災

面の効果などを図るために、 南北方向（ 南北軸） の強化を図るこ と と し ます。  

 また、 脊振町においては、 生活拠点と 山間部の集落地を 結び、 地域の生活利便性や災害

から の安全性を高めるために、 脊振生活軸の形成を図り ます。  

 あわせて、 交通体系に加えて、 環境の保全や歴史・ 文化・ レ ク リ エーショ ン活動など、

本市の資源を 生かし ていく ためのネッ ト ワーク についても 、 緑のネッ ト ワーク と し て位置

づけを行います。  

 

 

 

中央横断軸 

○中央横断軸は、 中央拠点を経由する国道 3 4 号と JR 長崎本線などで構

成さ れる軸で、 佐賀中部地域の広域連携軸と 位置づけら れており 、 本市

と 佐賀市、 鳥栖市や福岡都市圏等を結ぶ広域的な連携を支える役割を担

います。  

○行政、 文化、 教育（ 高校） のほか、 商業・ 業務機能などさ まざまな都市

機能が沿道に立地し 、 市内の諸活動を支える役割も 担っ ています。  

北部横断軸 

○北部横断軸は、 佐賀平野と 脊振山地の境界部分を 東西に走る幹線道路で

長崎自動車道の東脊振 IC と 佐賀大和 IC を 結ぶ県道佐賀川久保鳥栖線

や、 景観上の特徴と なっ ている長崎自動車道などから 構成し ます。  

○県道佐賀川久保鳥栖線は、 教育拠点や生産拠点、 歴史文化レク リ エーシ

ョ ン拠点などを結ぶ役割も 担っ ています。  

横
断

軸
（

東
西

方
向

）
 

南部横断軸 
○南部横断軸は、 国道 2 6 4 号、 県道佐賀八女線、 主要市道などから 構成

さ れ、 本市南部と 佐賀市中心部や久留米市等を結ぶ役割を担います。  
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広域縦断軸 

○広域縦断軸は、 中部地域の広域連携軸と 位置づけら れている国道 3 8 5

号（ 三田川バイ パスなど市外区間を含む） が対応し ます。  

○本市東部と 長崎自動車道東脊振 IC 、 福岡市方面及び筑後川を越えて大

川市、 柳川市方面を 結ぶ役割を 果たし ています。 東西方向の横断軸にお

ける交通の円滑な分散を図り 、 周辺の土地利用の活力を 高めていく 機能

を担います。  

縦
断

軸
（

南
北

方
向

）
 

地域縦断軸 

○地域縦断軸は、 城原川に平行する県道三瀬神埼線、 国道 3 8 5 号（ 国道

3 4 号以南）、 佐賀外環状線（ 同）、 主要な市道などの道路、 及び城原

川、 田手川などの河川から 構成し 、 市内の南北方向のさ まざまな流れを

支える役割を目指し ます。  

○また、 中心拠点と 2 つの生活拠点を 結ぶほか、 歴史文化レ ク リ エーシ

ョ ン拠点や生産拠点をつなぐ 役割、 及び東西軸の交通流動を市内に誘導

する幹線と し ての機能を有し ています。  

脊振生活軸 

○脊振生活軸は、 県道三瀬神埼線、 県道佐賀脊振線、 主要な市道などから

構成さ れ、 脊振町の生活拠点と 集落及び脊振町と 佐賀市や吉野ヶ 里町と

を結ぶ生活の幹線と し ての役割を果たし ており 、 また災害時の生命線と

し て機能するこ と が求めら れる道路です。  

緑の 

ネッ ト ワーク  

○歴史文化レク リ エーショ ン拠点や中心拠点、 生活拠点を相互に結ぶ、 歩

行者系を 中心と するネッ ト ワーク をイ メ ージし 、 城原川や田手川、 三本

松川、 馬場川等、 及び用水路などの河川・ 水路や歩道が整備さ れた道路

などを 活用し て、 市民が安心し て快適に散策などを楽し むこ と ができ る

空間と し ます。  
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都市の基本構成図 
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１ 土地利用の方針 

１－１ 基本的考え方 

 本市においては、 土地利用の基本構成に沿っ て、 活力ある拠点の形成、 暮ら し やすい生

活環境を 備えた住宅地や集落の形成、 山林など豊かな自然資源の保全、 及びク リ ーク 網と

一体と なっ た田園を保全し ていく こ と によ っ て、 それぞれが調和し た土地利用の実現を 図

るこ と が重要です。  

 こ の中で、 農業・ 集落ゾーンにおける新たな住宅地の開発や、 幹線道路の沿道における

商業・ 業務機能の立地が見込まれますが、 こ のよう な土地利用の動き に対し ては、 そのポ

テンシャ ルを 適切に受け止めながら 、 無秩序な開発と なら ないよう 、 都市計画制度の活用

など、 良好な都市的土地利用の実現に向けたコ ント ロールを図り ます。  

 また、 道路や公園などの都市基盤が十分ではない市街地や集落地については、 安全性や

快適さ などの向上を 目指し て、 市民の参加・ 提案やさ まざまな工夫を 行い、 時間をかけて

質の向上を図り ます。  

 なお、 農地や山林などの自然的環境については、 それぞれ農業生産、 林業生産のほか田

園景観の提供や歴史文化レ ク リ エーショ ン 機能など、 多様な役割・ 機能を 有し ているこ と

から 、 その保全に努めます。  

１－２ 土地利用別の方針 

①拠点市街地 

○中心拠点については、 都市機能や住宅等が最

も 集積し た市街地であり 、 JR 神埼駅におい

てバス交通と の結節性を高めるこ と や、 行政、

教育、 文化、 医療などの公共サービス機能の

配置、 商業機能の誘導や更新、 旧長崎街道や

櫛田宮などの歴史文化レク リ エーショ ン拠点

の街並み整備などを行い、 神埼市の顔と し て、

利便性が高く 個性ある市街地の形成を 図り ま

す。 また、 吉野ヶ 里歴史公園へのアク セスポ

イ ント と し て駅前広場が整備さ れた駅北側に

ついては、 区域を 限っ て住宅や商業施設の立

地を誘導し 、 都市的街並みの形成を図り ます。  

第Ⅲ章 分野別の方針 

旧長崎街道 

JR 神埼駅北口周辺 
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○千代田及び脊振の生活拠点については、 教育、

行政、 医療などの生活サービ ス機能の集約的な

立地や、 防災や観光などの地域の情報拠点化、

歩行者に優し い街路空間の整備などを 通し て、

身近で親し まれる 拠点と し ての市街地形成を 図

り ます。  

②その他の市街地 

○中心拠点周辺や国道 3 4 号沿道、 旧長崎街道

境原宿周辺、 県道佐賀川久保鳥栖線の飯町交

差点周辺については、 古く から の市街地と し

て住宅や日常サービス的な商業機能の土地利

用の維持・ 増進を 図る と と も に、 身近な道路

の整備や公園・ 広場の確保などを 進め、 暮ら

し やすい生活空間の形成を 図り ます。 また、

西九州大学及びその周辺については、 教育拠

点と し て機能の保全を図る市街地と し ます。  

○なお、 生産拠点と 位置づけた県道佐賀川久保鳥栖線の沿道や千代田町東部工業団地地区

については、 周辺環境への影響の防止や立地需要の動向を 見極めながら 、 高速道路Ｉ Ｃ

への近接性や幹線道路の利便性を生かし た、 まと まり のある工場や業務機能の立地を 図

る地区と し て、 位置、 規模等について検討・ 調整を行います。  

③沿道サービス地区 

○幹線道路のう ち国道 2 6 4 号、 県道佐賀川久

保鳥栖線の沿道では、 広域的な利便性の高い

位置条件を 背景に、 商業業務機能や工場生産

機能の立地が進んでいます。  

○こ のほか、 国道 3 8 5 号、 県道三瀬神埼線、

県道若宮鶴線、 県道吉田鶴線、 県道佐賀八女

線の沿道についても 、 商業施設や住宅などの

立地が進んでいます。  

○こ れら 沿道地区における都市的土地利用は、 都市に活力をも たら すと いう 役割を 踏まえ、

周辺の農地や住宅への騒音振動、 交通環境悪化の防止等に努めながら 、 一定範囲の立地

を許容する地区と し ます。  

生活拠点構成のイ メ ージ 

鶴住宅地 

沿道サービ ス地区（ 駅前通り ）  
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④農地・集落地域 

○おおむね長崎自動車道以南の地域は、 農業基

盤整備が行われた優良な農地が広がり 、 また

こ れと 一体と なっ た集落が分布し ています。

特に、 JR 長崎本線以南の地域においては、

ク リ ーク が多数分布し 、 地域の独特の景観を

提供すると と も に、 古く から 生活と 結びつい

た水辺空間と し て市民に親し まれています。  

○こ れら の地域は、 農業生産地域と し て農地の保全を 図ると と も に、 ク リ ーク と 一体と な

っ た集落等について、 身近な道路の整備や公園・ 広場の確保などを進め、 暮ら し やすい

生活空間の形成を図り ます。  

⑤山林・集落地域 

○おおむね長崎自動車道以北の脊振山系は、 木

材資源と し てはも ちろ ん、 水源の涵養、 緑の

景観の提供、 歴史文化レク リ エーショ ンの場

の提供などさ まざまな役割を 果たし 、 同時に、

脊振町市民の生活の場でも あり ます。  

○こ のため、 山林の維持・ 保全、 集落地周辺に

おける良好な農地の保全、 集落地の生活環境

の安全性・ 快適性の確保、 歴史文化レク リ エーショ ン機能の増進などに努め、 こ れら が

一体と なっ て自然に抱かれた良好な山林・ 集落地域と し て形成を図り ます。  

ク リ ーク と 一体の集落 

山林・ 集落地域 
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土地利用方針図 
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１－３ 主な施策の方針 

（１）都市計画区域の検討 

○現在、 神埼町の全域に都市計画区域が指定さ れ、 千代田町には準都市計画区域が指定さ

れています。 また、 脊振町は無指定と なっ ています。  

○千代田町については周囲を 都市計画区域が取り 囲む形と なっ ており 、 道路整備や都市的

土地利用の規制・ 誘導などを図る上で、 一体の都市と し て整備、 開発及び保全し ていく

必要があり ます。  

○また、 脊振町については、 生活拠点の整備や都市軸の整備、 歴史文化レ ク リ エーショ ン

拠点の整備などを 計画的に進めるこ と や、 廃棄物処理場等による 環境の悪化を防ぎ山林

や河川の保全を図るため、 こ れら が想定さ れる範囲において、 現在の都市計画区域と 一

体的に整備、 開発及び保全し ていく 必要があり ます。  

○今後、 広域的・ 一体的な交通体系の整備や、 連続し た土地利用施策の展開、 また開発の

恐れのある地域の保全などを 、 市と し て「 一体的に整備、 開発及び保全」 を 行っ ていく

ために、 現在の都市計画区域の指定について再検討を 行ないます。  

 

都市計画区域（区域区分無し）

都市計画区域（市街化調整区域）

同　市街化区域

非線引き用途地域

準都市計画区域

（旧神埼町）

（旧脊振村）

（旧三瀬村）

（旧富士町）

（旧小城町）

（旧三日月町）

（旧牛津町）

（旧芦刈町） （旧久保田町）

（旧東与賀町）

（旧川副町）

（旧諸富町）

（旧東脊振村）

（旧大和町）
（旧三田川町）

（旧千代田町）佐賀市
小城市

多久市
神埼市

吉野ヶ 里町

 

佐賀中部地域における 

都市計画区域の指定状況図 
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（２）建築物のコントロールの方針 

○現在の建築物の規制・ 誘導は、 都市計画区域及び準都市計画区域における建ぺい率、 容

積率の指定のみで、 用途地域は指定さ れていません。  

○今後、 良好な市街地の形成を図っ ていく ためには、 建物用途の混乱を防いでいく こ と が

求めら れますが、 本市の場合、 駅周辺地区を 含め、 ひと つひと つの市街地や集落の規模

が小さ いこ と から 、 面的に建築物の建築を 規制・ 誘導し ていく 制度である 用途地域には

なじ まないと いう 特性があり ます。  

○こ のよ う な特性を 踏まえ、 住宅市街地の環境を悪化さ せるよう な建築の防止を 図るため

の規制・ 誘導については、 都市計画区域内において面的に指定するこ と が可能な「 特定

用途制限地域」 適用の検討を行ないます。  

 

 

 

○また、 あわせて住民から の生活環境保全に対する要望がある場合や、 新たな開発が行わ

れる場合には、 地区計画制度の活用の誘導を 検討し 、 き め細かく 環境水準の維持・ 向上

を図り ます。  

 

 

●地区計画制度： 都市計画制度の中のひと つで、 地区や集落のレベルで、 生活道路や広場、 遊

歩道などの地区施設の位置、 建物の建て方や街並み形成などについて、 関係する地域の住民

と 行政が相談し てルールを定め、 土地利用の誘導や基盤施設の確保を行う ものです。  

●特定用途制限地域： 用途地域が定められていない区域において、 良好な居住環境に支障を生

じ さ せる建物や、 そぐわない恐れのある建物が立地し ないよう に規制を加えること ができる

制度です。 例えば、 集落の居住環境を守るために、 風俗店やカラオケ店などが立地し ないよ

う 規制すること が可能と なり ます。  
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２ 交通体系整備の方針 

２－１ 基本的考え方 

 本市には佐賀県中部地域における広域連携軸と なる幹線道路が経由し ており 、 中部地域

の将来地域構造の形成に向けて、 その機能の充実を 図るこ と が求めら れています。 こ れら

は、 市内の骨格を形成する道路と し ても 機能するこ と が必要であり 、「 地域幹線道路」 と し

て機能の充実を図り ます。  

 地域幹線道路と 共に、 こ れを補完し 、 本市における日常的な生活、 生産活動を 支える道

路は、 都市の血管と し て円滑な交通処理、 利便性の向上、 安全性の確保などが求めら れま

す。 こ れら の道路を「 生活幹線道路」 と 位置づけ、 機能の充実を図り ます。  

 本市の市街地や集落における身近な生活道路は、 幅員が不十分であっ たり 、 袋小路状に

なっ ていたり し て、 交通安全や火災時の消火活動に支障が想定さ れます。 また、 アンケー

ト 調査においても 生活道路の整備についての整備優先度が高く なっ ています。 こ のため、

生活環境の水準の向上の視点から その改善を図り ます。  

 高齢化の進展などから 過度に車に依存し ない交通環境づく り が求めら れており 、 公共交

通の利便性の向上が必要と なっ ています。 アンケート 調査においても バス交通の利便性に

対し て強い不満が示さ れています。 こ のため、 鉄道と の結節機能の向上やバスネッ ト ワー

ク の検討など、 公共交通の利便性向上を図り ます。  

 都市における道路は、 交通処理機能に加えて、 沿道土地利用や防災空間、 供給処理施設

の収容、 沿道景観の提供などの機能を有し ています。 道路が安全で快適な空間と し てこ の

よう な機能を 果たし ていく ため、 歩道の確保や街路樹の確保など、 道路空間の質の向上を

図り ます。 また、 歴史文化レ ク リ エーショ ン拠点間の連携に向けて、 歩行者や公共交通を

中心と し たネッ ト ワーク の形成を図り ます。  

２－２ 交通施設の整備方針 

地域幹線道路 ○横断軸、 縦断軸と し て位置づけた国道や県道については、 円滑な

交通流動を 支え、 市外と の交流や市内の拠点間の連携を 図る 道路

と し て、 また防災や沿道利用などさ まざ まな都市活動の基盤と し

て形成を 図る ため、 需要に見合っ た道路規格の実現に向けた整備

を図り ます。  

（ 主な対象路線） 国道 3 4 号、 国道 3 8 5 号（ 三田川バイパス）、 国道 2 6 4 号、

県道佐賀川久保鳥栖線、 県道三瀬神埼線 など 

幹

線

道

路 

生活幹線道路 ○旧長崎街道神埼宿周辺において都市計画決定さ れた道路や、 拠点

を 結ぶ主要な国道・ 県道については、 市民の日常生活や生産の諸

活動を 支える 基盤と し て、 また防災や通学路、 バス路線などの多

面的な役割を 果たし ていく ため、 ネッ ト ワーク に留意し て機能の



 4 4

向上や計画的な整備を図り ます。  

（ 主な対象路線） 国道 3 8 5 号(駅前から佐賀八女線までの区間）、 県道佐賀外環状

線、 県道佐賀八女線、 県道佐賀脊振線、 県道中原三瀬線、 県道神埼北茂安線、

県道若宮鶴線、 県道吉田鶴線 など 

○国・ 県道のほか、 小物成姉線・ 境原龍尾線（ 通称 中央道路）、 大

町橋日の隈線（ 通称 日の隈線） などの主要市道が、 道路交通体

系の一部と し て市街地や集落地に発生集中する 交通を 幹線道路に

導く 交通処理機能や、 災害時の避難ルート 、 バスルート 、 主要な

通学路など、 国・ 県道と 同様の役割を 果たし ており 、 幹線道路の

計画的な整備にさ いし ては、 こ れら の主要市道を 組み合わせた総

合的な道路交通体系の方向を検討し ます。  

（ 主な対象路線） 市道小物成姉線・ 境原龍尾線、 同 大町橋日の隈線、 同 国営千代

田西 1 号線、 同 政所倉谷広滝線、 同 頭野鳥羽院松梅線 など 

生活道路 ○通学路などの歩行者の安全が強く 求めら れる 道路や、 通過交通が

混在する 生活道路については、 安全性を 高める ための整備や改良

を行います。  

○市民と と も に地区レ ベルのまち づく り 計画を 策定し 、 長期的に改

善を 図る など、 さ まざまな取り 組みを 通し て水準の向上を 図っ て

いく こ と と し ます。  

鉄道 ○JR 神埼駅は、 通勤通学を支える公共輸送機関と し て多く の利用が

あり 、 今後、 運行利便の向上や交通結節機能の向上を図り ます。  

○駅北口は、 吉野ヶ 里歴史公園の入り 口と し て、 市外から の利用者

も 想定し て、 わかり やすく 快適な駅前機能の充実を図り ます。  

公

共

交

通 

バス ○現在、 路線バスや市の巡回バス、 脊振町における スク ールバスが

運行さ れていますが、 改めて市民の要望に対応し た運行システム

などについて検討を行います。  

○歴史文化レ ク リ エーショ ン 拠点においては、 シーズン における 大

規模な交通混雑が発生し 、 来訪者のイ メ ージ悪化につながる 恐れ

があり ます。 こ のため、 シャ ト ルバスの運行など需要に見合っ た

システムの充実を図り ます。  

道路空間の 

質の向上 

○幹線道路における 歩道の設置や街路樹の整備など道路空間の質の

向上に向けた取り 組みを図り ます。  

○中心拠点においては、 電線の地中化を 図る など街並み景観の整備

や、 南北の一体的利用の確保などによ り 、 快適で魅力ある 拠点形

成を図り ます。  

○仁比山公園・ 九年庵周辺、 吉野ヶ 里歴史公園、 日の隈公園、 城原

川などを結ぶと と も に、 JR 神埼駅北口と も 結ばれた歩行者ネッ ト

ワーク 、 及びバス網の整備を行います。  

○旧長崎街道やク リ ーク 、 城原川を めぐ る 歴史と 自然を 楽し む歩行

者のネッ ト ワーク の整備を行います。  
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交通体系整備方針図 
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２－３ 主な施策の方針 

①都市計画道路の再編 

○都市計画道路は、 7 路線、 総延長 9 .4 km が決定さ れ、 う ち整備済みは 3 1 .3 % （ 計画幅

員の 3 分の 2 以上が確保さ れた概成は 3 9 .0 % ） で、 概成と あわせた整備率は 7 0 % と

なっ ています。  

○都市計画道路については、 決定後長期間が経過し ていますが、 こ の間まっ たく 整備が行

われていない路線が 2 路線あるこ と 、 また、 決定さ れた範囲が旧長崎街道神埼宿周辺や

国道 3 4 号の一部に限ら れているこ と 、 各路線の役割が時代の変化と と も に変わっ てき

ている こ と 、 今後、 都市計画区域の変更（ 拡大） が想定さ れる 中、 市全体の骨格形成の

観点から 都市計画的な位置づけが求めら れるこ と 、 などを 踏まえて、 交通需要の変化、

土地利用の変化等を把握し 、 今後のあり 方について検討を行ないます。  

○都市計画道路の見直し に当っ ては、 鉄道によ る駅南北市街地の分断の解消や地域縦断軸

と し ての円滑な交通処理について、 あわせて検討を行ないます。  

 

 

都市計画道路整備状況図 

現都市計画道路の整備状況（H23年度末）

計画延長
(m)

幅員
(m)

備考

3.3.1 姉川大町橋線 1,910 25 概成(国道34号)

3.4.1 神埼橋田道線 1,680 16 概成(国道34号)

3.4.2 神埼駅通り線 1,460 16 整備率　84.1％(国道385号)

3.5.2 協和町本堀線 980 16 整備率　90.8％(県道佐賀外環状線、県道神埼北茂安線)

3.5.3 本堀神納線 1,050 12 完了(県道神埼市武線)

3.5.4 三本松線 1,110 12 未整備

7.5.2 神埼橋本堀線 1,210 12 未整備(区画街路)
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②地域幹線道路の機能向上の促進 

○国道 3 4 号、 国道 2 6 4 号、 県道三瀬神埼線、

県道佐賀八女線など の地域幹線に位置づけた

道路は、 交通処理機能や防災性能の向上、 歩

道の確保、 良好な街路空間形成など 、 道路機

能の向上を図り ます。  

 

③歴史文化レクリエーション拠点ネットワークの形成 

○ネッ ト ワーク の形成に当たっ ては、 各拠点を 結ぶさ まざまな仕掛け（ 街並みづく り 、 景

観スポッ ト 、 イ ベント など） が必要であり 、 市民のさ まざまな意見を く み上げると と も

に、 実際に参加し ても ら う こ と など、 ハード 、 ソ フ ト の組合せにより 、 その実現を 図り

ます。  

○また、 観光客が短期間に集中する拠点にあっ ては、 こ れまでの経験を 生かし ながら シャ

ト ルバスの運行など、 需要に見合っ たシステムの改良を検討し ます。  

  

 

④公共交通機関の利便性の向上 

○JR 線やバスシステムについて、 市民の要望を踏まえ、 運行形態（ JR 線の快速停車やデ

マンド バス等）、 運行回数、 バス運行ルート など、 市民の利便性、 快適性を高める運行の

実現を図り ます。  

  

櫛田宮市 

JR 神埼駅駅舎（ 北口）  巡回バス 

おふる まいウォ ーキング 

国道 3 4 号と 沿道の状況 
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３ 自然環境の保全と活用の方針 

３－１ 基本的考え方 

 本市北部は、 脊振北山県立自然公園、 川上金立県立自然公園に指定さ れた山林を はじ め、

脊振山系と し て豊かな山林が広がっ ています。  

 脊振山系の裾野に広がる本市中部は、 広々と し た田園地域と なっ ており 、 こ れら を つな

ぐ 筑後川水系の城原川などと 一体と なっ て、 景観や生態的にも 変化に富んだ地域を形成し

ています。  

 佐賀平野に位置する本市南部においては、 環濠集落と し て形成さ れたク リ ーク が特徴あ

る景観を提供し ています。  

 こ のよう な自然環境は、 次代に引き継ぐ 資源と し て、 その積極的な保全を図ると と も に、

個性ある本市の資源と し てその活用を進めます。  

３－２ 自然環境の保全と活用の方針 

○本市北部の脊振山系については、 山林や河川環境の保全や、 動植物の生息環境の維持を

図ると と も に、 登山、 水辺レク リ エーショ ン、 森林浴、 学習などさ まざまな活動を 行う

場所と し て、 市内外の住民が安心し て利用でき るよう 、 市民ボラ ンティ アの参加促進や

案内板の設置などの整備を 行います。 また、 田園から の特徴ある景観を 提供する資源と

し て、 山林の保全を行ないます。  

○本市南部のク リ ーク については、 横武ク リ ーク 公園や直鳥城跡、 姉川遺跡の維持・ 管理

により 、 環濠集落の歴史や自然生態を 学ぶ場と し て広く 周知を 図り ます。 また、 生活の

場と なっ ている ク リ ーク と 一体の集落地については、 生活環境の改善と 調和し た保護を

図ると と も に、 市民の手によ る維持・ 管理などを通し て、 釣り などのレ ク リ エーショ ン

の場、 生態系や歴史の学習の場と し ての形成、 保全を図り ます。  

 

  
城原川の川遊び ク リ ーク の水草観察会 
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自然環境の保全方針図 
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４ 公園・緑地の整備方針 

４－１ 基本的考え方 

 本市には、 都市計画公園と し て決定・ 整備さ れた吉野ヶ 里歴史公園、 日の隈公園、 神埼

中央公園の 3 箇所のほか、 馬場川親水公園、 直鳥城跡、 横武ク リ ーク 公園、 仁比山公園、

高取山公園、 水車の里遊学館、 城原川親水公園、 水辺の楽校などが、 都市計画公園と 同様

の役割を 果たし ています。 し かし 、 それぞれの施設が十分に利活用さ れていないこ と 、 施

設間の連携が不十分であるこ と などから 、 今後はその連携を視野にいれて、 面的な歴史文

化レ ク リ エーショ ンエリ アと し て、 神埼ら し い景観形成や市外から の来訪者を含めた観光

活動の拠点と し て展開を図り ます。  

 一方、 子供の遊び場や憩いの広場などの身近な公園は、 整備が遅れています。 こ のため、

暮ら し やすい生活環境整備に向けた大き な課題と し て、 身近な公園・ 広場の確保を 図り ま

す。  

４－２ 整備方針 

○歴史文化レ ク リ エーショ ン拠点については、 各拠点ごと に手入れや設備の点検などの維

持・ 管理に努めると と も に、 利用機会の拡大に向けてイ ベント の開催や市民ボラ ンティ

アの協力などの取り 組みを 行い、 また、 拠点間をネッ ト ワーク で結び、 面的な歴史文化

レ ク リ エーショ ンエリ アを 形成する など、 市民にと っ ても 市外の来訪者にと っ ても 魅力

的な拠点の形成を図り ます。  

○子供の遊び場や、 身近な憩いの広場などの街区公園レ ベルの公園は、 子育て世代やお年

寄り が日常生活を送る上で必要な生活環境施設である こ と から 、 その確保を 図り ます。

確保に当たっ ては、 都市計画公園と し て整備を 行う のではなく 、 市街地内の空き 地化し

た敷地の活用やその他の公有地の活用など、 さ まざまな工夫を 行い、 また、 市民の手に

よる維持・ 管理など、 可能なと こ ろから 実現化を図り ます。  

○検討中の葬祭公園については、 周辺環境と の調和に配慮し ながら 、 位置、 規模、 設備能

力等さ ら に検討を進めます。  
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公園緑地の整備方針図 
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５ 河川・下水道の整備方針 

５－１ 河川 

①基本的考え方 

 本市中央部を 南北に縦断する筑後川水系の城原川、 田手川、 馬場川、 中池江川、 三本松

川等は、 都市に潤いを与え、 河川堤防が歩行者や自転車の空間と し て活用さ れ、 また親水

空間と し ての利用など多面的な機能を 有し ていますが、 一方で大雨時の氾濫の危険性があ

り 、 歴史的にも 氾濫を繰り 返し てきまし た。  

 こ れら の河川については、 氾濫の危険性を 防ぐ ための河川改修などの治水事業のほか、

防災情報の提供や安全な避難地の確保など、 ハード 、 ソ フ ト 両面の治水対策を講じ ます。  

 また、 それぞれの河川の特性を踏まえて、 水辺に親し む空間の整備、 堤防の景観整備や

歩行者ネッ ト ワーク の整備など、 暮ら し やすい生活環境づく り と し ての整備を図り ます。  

 特に城原川は、 本市の地域縦断軸を 構成する 要素と し ても 位置づけら れるこ と から 、 整

備の推進を図り ます。  

②整備方針 

○河川の治水対策を はじ め総合的な整備に向けて、「 筑後川水系河川整備計画（ 国土交通

省）」 に基づき、 河川改修をはじ めと する事業の促進を図り ます。  

○各河川の堤防の状況や周辺土地利用などの特性に応じ て、 多自然型の川づく り を進める

と と も に、 住民が自然に親し むこ と ができ るよう 、 整備、 保全を 行う と と も に、 市民と

と も に維持・ 管理の促進を図り ます。  

○城原川については、 地域縦断軸を 構成する 資源と し て、 河川空間の整備や周辺の公園整

備や公共公益施設の配置について市民の参加を 求め、 市民の手による整備、 維持・ 管理

の方向を探り ます。  

 

   

 
城原川中流域 城原川親水公園「 水辺の楽校」  
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５－２ 下水道 

①基本的考え方 

 本市では汚水の処理は、 公共下水道、 農業集落排水施設及び合併浄化槽において行われ、

こ れら を 合わせた処理率（ 処理人口÷居住人口） は、 約 5 5 % です。 こ のう ち、 公共下水

道は計画区域約 4 7 6 h a 、 処理区域約 2 4 3 h a で、 処理面積率は 5 1 .1 % （ 平成 2 3 年度

末） です。  

 河川や水路の水質の向上を図り 、 また、 生活様式の変化や、 若者、 子育て世代の定着を

図る暮ら し やすい生活環境の確保に向けて、 地域の特性を 踏まえながら 、 排水処理の水洗

化の普及を図り ます。  

②整備方針 

○公共下水道の計画区域内においては、 計画に沿っ た整備を進めると と も に、 計画区域外

においては、 合併処理浄化槽の設置の促進を図り ます。  

 

 

公共下水道等の整備状況図 
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６ その他の整備方針 

６－１ 防災の方針 

①基本的考え方 

 本市には、 城原川をはじ めと する筑後川水系の河川が流下し ていますが、 山間部にあっ

ては崖崩れの恐れ、 また平野部では洪水の危険性があり 、 こ れに対する治水対策や崖地防

災対策はまだ十分と はいえません。 災害は、 いつ発生する か予測がつかないこ と から 、 市

民と 行政が日頃から 避難や水防活動に対する意識を高めていく 必要があり ます。  

 また、 災害の予防や緊急対策については、 神埼市地域防災計画に沿っ てその対応を図る

こ と と し ますが、 指定さ れた避難所が河川のそばにあるなど、 市民の懸念があるこ と や、

山間部においては道路の閉塞などにより 避難行動ができ ない場合があるこ と などから 、 地

形条件や集落の分布などを踏まえた実効性のある防災対策が必要です。  

 こ のため、 治水等の対策と 平行し て、 管理者による 災害に関する情報の提供や、 市民が

参加する水防や避難の体制を 強化し て地域の防災力の向上を図り 、 また住民参加による防

災マッ プの作成などにより 、 自ら の防災意識を 高め、 安全・ 安心のまちづく り を 進めます。  

②防災の方針 

○河川の治水対策や崖崩れ等のための治山

対策を推進し て、 災害の予防を図り ます。  

○市民が参加し て、 身近な地区の災害危険

性の表示、 安全な避難所や避難路などを

示し た防災マッ プづく り や災害時の要支

援者の支援システムづく り を 進めて、 自

主防災力の向上を図り ます。  

 

 

 

 

指定避難所の分布図 
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６－２ 景観整備の方針 

①基本的考え方 

 市内に分布する自然、 歴史、 文化などの資源は、 まちに潤いと 魅力を与える貴重な資源

ですが、 空き 家の発生による市街地の疲弊、 田園景観に違和感を も たら す建築物の立地、

幹線道路沿道における看板類の氾濫など、 資源と 調和し ない景観が増えています。  

 今後、「 暮ら し やすさ と 活力にあふれた魅力ある未来都市」 の実現に向けて、 魅力ある市

街地づく り や、 多く の人が訪れる歴史文化レ ク リ エーショ ン拠点づく り 、 質の高い生活環

境づく り などを 進める必要があり ますが、 その中で個性と 魅力を 感じ るこ と ができる景観

を保全し 、 また形成し ていく こ と が重要です。  

 こ のため、 旧長崎街道神埼宿や境原宿における良質な街並みの復活、 四季折々の田園景

観の維持・ 保全、 河川やク リ ーク の独特な景観の維持・ 保全、 質の高い幹線道路沿道景観

の形成、 緑と 水に囲まれた集落景観の保全・ 形成など、 土地利用の特性に合わせた神埼ら

し い良質な景観形成を図り ます。  

②景観整備の方針 

○景観計画を 策定し 、 本市の景観の基本方向を 定めます。 また、 景観計画に沿っ て、 建築

物の高さ や屋外広告物に一定の制限を検討し ます。  

○市内の河川や水路について、 馬場川親水公園、 城

原川親水公園のよ う な整備について検討を 行いま

す。  

○旧長崎街道については、 関係市民の参画によ る ル

ールづく り や電線地中化の促進などによ り 、 優れ

た街並み景観の形成を図り ます。  

 

 

馬場川親水公園 

旧長崎街道 田園から 脊振の眺望 
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７ 一体的な取り組み 

 『 暮ら し やすさ と 活力にあふれた魅力ある未来都市』 を将来像と し 、「 快適で利便性に富

んだ田園ラ イ フ を 実現する都市づく り 」、「 神埼の個性を 育む都市づく り 」、「 市民が主役の

都市づく り 」 を 基本目標と し た都市づく り を 実現し ていく ためには、 分野別の方針で述べ

た事項を束ね、 総合的、 効果的に取り 組む必要があり ます。  

７－１ 一体的な整備の考え方 

●個性ある神埼の形成に向けて 

・ 本市は佐賀中部地域において、 西に県都佐賀市、 東に神埼と 性格が似た吉野ヶ 里町、 上

峰町、 みやき 町に挟まれ、 と も すると こ れら に埋没し てし まう き ら いがあり ます。  

・ 本市には、 吉野ヶ 里歴史公園や九年庵、 ク リ ーク など歴史や文化資源が多数分布し 、 変

化に富んだ地形や緑、 水によ る個性ある景観と あいまっ て、 こ れら を 市民も 誇り と し て

意識し ています。  

・ こ のよ う な特性を 踏まえ、 市民が「 こ こ が神埼だ」 と 誇り を 持っ て言えるよう な、 また

市を 通る人たち が「 いま神埼にいる 」 と 気がつく よう な、 個性あるまちづく り が必要と

考えます。  

●一体的な都市づくりを目指して 

・ 合併し た３ 町は、 自然的、 社会的条件が大き

く 異なり 、 抱える課題も それぞれ異なっ てい

ます。 個別の課題にはそれぞれ解決に向けた

取り 組みを進めるこ と が必要ですが、 あわせ

て、 市民のまちづく り への意識をひと つに束

ねるよう な対象が必要ではないかと 考えら れ

ます。  

●一体的な取り組みの対象 

・ 以上を踏まえ、 千代田生活拠点から 中心拠点

を経て脊振生活拠点に至る「 地域縦断軸」 の

形成を、 一体的な取り 組みの対象と し ます。  
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７－２ 地域縦断軸の形成 

（１）必要性 

●一体感・連帯感を培う空間づくり 

・ 合併し た３ 町は、 自然的、 社会的条件が大き く 異なる ため、 まちづく り に向けたそれぞ

れの課題も 異なり ます。 脊振町では自然の中でのレ ク リ エーショ ン活動の活発化や神埼

方面に接続する災害に強い道路の確保、 神埼町では仁比山公園周辺の面的な歴史文化レ

ク リ エーショ ン拠点づく り や吉野ヶ 里歴史公園と 一体と なっ た人の流れの形成、 及び中

心拠点の形成、 千代田町ではク リ ーク 網の保全と 河川防災などがあり ます。  

・ こ のよう な個別の課題を 、 南北に貫く 軸の形成を 図る中で、 こ れに絡めて解決を 図っ て

いく と いう のが、 地域縦断軸の考え方です。  

・ 同時に、 城原川が水源から 河口まで南北に流下し 、 その循環が生活や産業、 文化と 深く

かかわっ ていると いう こ と から 、 合併のシンボル的な取り 組みと し て、 市民の共感を 得

るこ と ができると 考えら れます。  

●防災に資する軸の整備 

・ 脊振町では、 災害時にも 安心し て利用でき る道路の整備、 神埼町では天井川と なっ てい

る城原川の整備、 千代田町では小河川や水路における水防など、 それぞれ防災上の課題

があり ます。  

・ こ れら の課題に対し ては、 ハード 、 ソ フ ト を 組み合わせた対策が必要ですが、 そのひと

つと し て、 地域縦断軸の形成を位置づけるこ と ができ ます。  

●市民との協働によるまちづくりのモデル 

・ 市民が主役の都市づく り を 目指す中で、 市民が目標を 共有化し て、 こ の目標を 達成する

ためにさ まざまな提案や具体的活動を 行う 対象と し て、 地域縦断軸がふさ わし いのでは

ないかと 考えています。  

 



 5 8

（２）整備のイメージ 

○地域縦断軸は、 都市軸と し て位置づけた県道三瀬神埼線、 城原川を 中心に、 県道佐賀外

環状線（ 城原川と 並行する区間）、 市道国営千代田西部 1 号線、 馬場川、 国道 3 8 5 号

（ 駅前から 県道 2 6 4 号までの区間） などを 想定し ますが、 こ れと 交差する幹線道路等

も 連続し た空間と し て捉えるこ と が必要と 考えら れます。  

○地域縦断軸の形成に向けては、 市民の意見や提案を 聞き ながら 、 様々な方法で整備を図

ると と も に、 維持・ 管理など持続的な取り 組みも 必要です。  

○整備のイ メ ージと し ては、 次のよう な整備や取り 組みの例が考えら れます。  

 

地域縦断軸形成に向けた整備のイメ ージ（ 例）  

○脊振生活拠点、 千代田

生活拠点の充実 

・ 地域の生活サービス拠点と し て、 公共公益施設や周辺の生活サービス商

業機能などの立地誘導 

・ 災害時の防災拠点化や観光レクリ エーショ ン活動の拠点機能の形成 

・ 周辺の市民や訪れた観光客などが気軽に立ち寄れる憩いの広場の整備 

      など 

○脊振地域と 市街地の連

携を支え、 渓流を楽し

むゾーンの形成 

・ 交通事故や災害の発生防止のため、 県道三瀬神埼線のカーブ箇所の拡幅

や崖地崩壊の恐れがある箇所の改良 

・ 眼鏡橋や桜街道等の景観を楽し みながら散策できる遊歩道の整備 

・ 市外からの来訪者を含め城原川の水辺レクリ エーショ ン活動空間の整備

    など 

○歴史・ 文化レクリ エー

ショ ンエリ アの形成 

・ 歴史や自然に親し むゾーンと し て、 歴史文化レクリ エーショ ン資源を巡

って楽し むためのルート 整備 

・ 広く 市外への情報の発信や市民によるガイド ボランティ ア  など 

○田園に誘う ゾーンの形

成 

・ 吉野ヶ 里歴史公園から城原川までのルート に田園景観を楽し みながら散

策できるコ ースの形成 

・ 散策コースや県道三瀬神埼線に休憩スポッ ト や田園景観の眺望ポイント

などの配置    など 

○中心拠点の整備・ 充実 ・ 旧長崎街道神埼宿の歴史的街並みの復活 

・ JR 神埼駅前及びその周辺を市の顔と なる神埼らし い街並みづく り  

・ 若者を含む市民が集う 魅力ある市街地の形成 

・ 駅北口に新し い市街地の形成    など 

○憩いの散策ルート の形

成 

・ 県道三瀬神埼線や国営千代田西 1 号線などの沿道に、 気軽に利用できる

休憩スポッ ト や眺望ポイント などの配置 

・ 道路の緑化や沿道建物の生垣化など質の高い空間の形成   など 

○城原川を学ぶ川べり の

ルート の形成 

・ 城原川の歴史や自然生態などを学ぶこ と ができる親水拠点の配置 

・ 城原川の堤防に歩行者空間や広場の配置と 整備    など 

○クリ ークと の共生ゾー

ンの形成 

・ クリ ークをめぐる散策ルート の配置 

・ クリ ークの歴史や生態を学ぶ学習拠点の配置    など 
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地域縦断軸の整備イ メ ージ図（ 例）  
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市民の参加によるまちづく り への取り 組み 

（ ワーク ショ ッ プの風景）  
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１ 地域区分 

①地域別構想の役割 

 地域別構想は、 全市を 対象に地域特性等を 踏まえて地域区分を 行い、 身近な視点による

まち づく り の方針を示し て、 市民がまちづく り への理解や関心を深めると と も に、 将来像

や課題を 共有化し て、 主体的にまちづく り にかかわっ ても ら う ための指針と 位置づけます。  

②地域区分 

 地域は、 都市計画区

域の指定状況や、 地域

の特性を 踏まえて、 北

部地域、 中部地域、 南

部地域の３ 地域に区分

し ます。  

 

第Ⅳ章 地域別構想 

地域区分図 
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２ 北部地域 

２－１ 地域の特性と課題 

○地域の特性 

・ 地域全体に山林が拡がっ ていますが、 地域機能の分布や市南部と の相互関係から 、 城原

川に沿っ て脊振総合支所にいたる地区（ 総合支所周辺地区） と 、 こ れ以外の山間部地区

から の構成と なっ ています。  

・ 総合支所周辺地区には、 公共公益施設や商業施設などの生活サービス機能がまと まっ て

立地し 、 地域の拠点的な役割を担っ ています。  

・ 山間部地区は、 山林に囲まれた中に、 小規模な農地及びこ れと 一体と なっ た集落が分布

し ています。  
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○山林に囲まれた豊かな自然環境の保全 

・ 脊振山系の山林、 城原川の水源を 始め、 豊かな自然環境に囲まれており 、 こ れら の自然

の恵みが、 渓流での水遊びや森林の憩いを与える景観、 高取山公園などのレ ク リ エーシ

ョ ン 空間を 提供し ています。 こ れら の自然資源に加え、 後鳥羽神社や眼鏡橋などの歴

史・ 文化資源が多数分布し ています。  

・ 山林や河川は、 地域に限ら ず神埼市全体のかけがえのない自然と し て、 積極的に保全を

図ると と も に、 森林資源は、 木材活用の再認識などを踏まえ、 林業と し ての再生を 図る

こ と が求めら れています。  

・ また、 登山、 森林浴、 渓流遊びなど自然体験型のレ ク リ エーショ ンの場の提供を 進め、

山林資源の活用を進める必要があり ます。  
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○高齢化や人口減少による地域活力低下への対応 

・ 人口の減少や高齢化が進み、 空き 家や高齢単身世帯が増加する など、 地域の活力が低下

し ています。 また、 雇用の場が少なく 、 店舗がない集落がある など、 日常の生活利便が

不十分な地区が分布し ています。  

・ こ のため、 人口の定着化を 講じ 、 集落のコ ミ ュ ニティ の活力維持や、 増加する空き 家に

対し て、 情報集約を手始めにその利用・ 活用を図るこ と が必要です。  

・ また、 脊振総合支所周辺への地域生活サービスを 担う 機能や防災情報の発信機能などの

充実、 交通ネッ ト ワーク の充実により 、 生活の拠点づく り が必要です。  

・ あわせて、 若者などが働く こ と ができ る雇用の受け皿の確保が求めら れています。  
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○地域の生活と安心を支える交通体系の形成 

・ 山間部を経由する道路状況は、 幅員が狭く 、 カ ーブが多いこ と などから 、 日常的にも 車

の通行が円滑にいかない箇所がある こ と や、 さ ら に大雨時の崖地災害の発生や、 冬季の

道路凍結などから 、 日常生活や災害時の防災活動にも 支障がある場合があり ます。  

・ また、 総合支所周辺地区と 山林の中に点在する小規模な集落と は、 県道三瀬神埼線や県

道中原三瀬線、 県道佐賀脊振線などの県道や、 服巻竜作線、 頭野鳥羽院線などの市道で

ネッ ト ワーク さ れ、 こ の道路にはスク ールバスが運行さ れているこ と によ り 子供たち の

通学の足が確保さ れていますが、 高齢者などの日常生活の移動は車に頼ら ざるを 得ない

状況にあり ます。  

・ 県道三瀬神埼線や県道中原三瀬線、 県道佐賀脊振線などの、 地域と 地域外と を 結ぶ主要

な道路については、 災害時を 含め安全な通行を 確保し ていく と と も に、 高齢者などの生

活の足と なるバスネッ ト ワーク について、 当地域に適し たシステムの検討が必要です。  
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■ワーク ショ ッ プで皆さ んに整理し ていただいたまちづく り の方向 

ま ち づ く り の 取 り 組 み の 方 向  

● 良 い と こ ろ ●  

・ 脊振山から の景観 ・ 九州遊歩道散策 

・ 観光資源が多い（ 浄徳寺のシャクナゲ、 脊振神

社、 荒瀬の滝など）  

・ 渓流の景観、 水が美味し い 

・ 後鳥羽神社公園、 鳥羽院山荘の宿泊施設 

・ 白木の紅葉･あじさい ・ 広下～眼鏡橋間の桜 

・ 歴史的建造物（ 九州電力広滝第一発電所、 眼

鏡橋など）  

 

・ 観光地の創出（ 温泉の発掘・ 自然とマッ チした

レクリ エーショ ン施設の整備）  

・ 渓流遊び等で、 よ り 安全性を 確保する 為

の整備 

・ 観光地をホームページ等を利用して宣伝 

（ 久保山キャンプ場など）  

・ 高取山の通路整備、 看板の設置 

・ 空き 家問題 

◇老人の共同生活の場と し て利用 

◇観光資源化 

・ 急傾斜地の整備 

・ 新道路の建設 

（ 佐賀･福岡への通勤利便の向上）  

・ 道路整備 

◇拡張（ 特に一ノ 橋～仁比山）  

◇年間を 通し て安全な状態に 

行政の役 割 
 

・ 観光地と し ての環境整備 

◇観光ボラ ンティ アの教育 

◇自然散策路の整備･マッ プの作成 

◇駐車場、 売店、 山菜を 中心と し た食材で

農家レスト ラ ンなど 

◇歴史文化遺産を 生かし た観光地づく り  

◇後鳥羽神社への入場道路の整備及び公園

を 利用し た行事（ 花見）  

◇川遊び場所(一番ヶ 瀬～一ノ 橋)の整備 

・ 買物不便の改善（ 移動販売などの実施）  

・ 老人が元気で活動出来る イ ベン ト や場所の

確保 

・ 子供ク ラ ブと 老人と の交流 

・ 空家の活用 

◇地域長屋を 作り 共助共援体制を 確立、 運

営は地域ボラ ンティ アで 

◇空家マッ プを作成し 入居者を 募る 

◇各地区ごと の宅老所と し て利用 

住 民の役割 

§ ま ち の 将 来 像 §  

○子供達が楽し く 遊べるまち ○渓流遊びの出来るまち 

○若者が定住でき るまち ○自然豊かな観光のまち 

○都会から 人を 呼び込める花一杯のまち ○自然を 満喫し よう  

○清流と 遊ぶ子供の笑顔 ○森林の里 

○跡取り 息子さ んが帰っ てく る魅力あるまち ○霊園(苑)の里 

○自然を 活かし たレ ク リ エーショ ンのまち 

○人が集まっ てく るよう なまち 

◆ 悪 い と こ ろ ◆  

・ 道路が狭く 事故が多い ・ 県道沿いの歩道整備 

・ 沿道の植栽の手入れ 

・ 災害時の迂回道路がない 

・ 急傾斜地が多く 危険 

・ 城原川に土砂が堆積 

・ 買物が不便  

・ 高齢化による問題（ 独居・ 二人暮らしが多い）  

・ 空き家が多い  ・ 就業の場がない 
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２－２ 地域の将来目標 

①将来像とまちづくりの基本目標 

 

 

②地域づくりの基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 地域のまちづくりの方針 

①土地利用 

・ 脊振総合支所周辺は、 地域生活サービスの拠

点と し て、 行政や教育、 文化および商業機能

などの立地を促進すると と も に、 生産機能等

の立地可能性について検討を行ないます。  

・ 耕作放棄地や空き 家など、 土地の低未利用化

が進んでいる山間部の集落については、 空き

家情報の把握や利活用方策の検討などを進め

ると と も に、 多自然居住のラ イ フ スタ イ ルを

提案でき る居住空間と し て、 情報の発信を行

い、 利用の促進を図り ます。  

・ 山林については保全を基本と し ながら 、 林道

の整備や間伐などの手入れを進め、 また、 林

産材の活用などにより 、 産業と し ての林業の

復活を図り ます。  

 ○豊かな自然の中で安全で安心し て暮ら せるまち 

○自然と共生し、安心して暮らせるまちちづくり 

・ 山林や河川などの自然資源を 保全、 活用し ながら 、 災害の心配がない暮ら し がで

き るまちを目指し ます。  

○多自然居住のライフスタイルを実現するまちづくり 

・ 自然に抱かれ、 落ち着き と 安ら ぎを感じ ながら 生活する 2 1 世紀のラ イ フ スタ イ

ルを実現し 、 提案し ていく まちを 目指し ます 

脊振総合支所周辺 

新し い住宅地 
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②交通体系 

・ 地域をネッ ト ワーク する県道や主要市道につ

いて、 災害時にも 安全な通行が可能なよう に

改良を進めると と も に、 道路沿道における崖

地災害の防止を 図り ます。 また、 避難に際し

て、 県道三瀬神埼線の代替機能を有するルー

ト の検討を図り ます。  

・ 山間部集落の利便性の維持を 図るため、 市民

の足と なる日常的なバスネッ ト ワーク システ

ムの構築に向けた検討を進めます。  

 

 

 

③生活環境 

・ 多自然居住のラ イ フ スタ イ ルの形成や、 子育

て世代の定住環境づく り に向けて、 排水処理

の水洗化や子供のための公園・ 広場の確保を

進めます。  

・ 災害の危険性が高い地域では、 市民と と も に

避難マッ プの作成などにより 、 安全なまちづ

く り を進めます。  

④自然環境 

・ 城原川等の渓流について、 市外から の利用も

展望し て、 水辺レク リ エーショ ンが楽し める

よう な空間の整備を図り ます。  

・ 脊振北山県立自然公園など自然の中での安全

なレ ク リ エーショ ン活動の支援、 眼鏡橋や鳥

羽院神社などの歴史の学習機会の提供などを

行ない、 都市住民などの来訪者の拡大を 図り

ます。  

県道三瀬神埼線 

ゆと り ある 山村集落 

自然の中のレ ク リ エーショ ン  

県道佐賀脊振線 
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北部地域まちづくり方針図 
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３ 中部地域 

３－１ 地域の特性と課題 

○地域の特性 

・ 地域は土地利用や諸施設の分布の特性から 、 神埼地区、 仁比山地区、 西郷地区に分かれ

ています。  

・ 神埼地区には、 JR 神埼駅、 市役所や警察署を はじ めと する公共公益施設がまと まっ て

立地し ており 、 本市の拠点的な役割を担っ ています。  

・ 仁比山地区は、 城原川等の扇状地と し て形成さ れた田園地域と なっ ており 、 東には吉野

ヶ 里歴史公園、 北には九年庵・ 仁比山公園、 西には日の隈公園があり 、 脊振山系の山並

みを背景と する良好な景観の地域と なっ ています。  

・ 西郷地区は、 横武ク リ ーク 公園や姉川遺跡などのク リ ーク 公園が分布し 、 千代田町に連

続する農地と 集落と が一体と なっ た農業生産地と なっ ています。  
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○神埼市の中心的な拠点の形成 

・ 旧長崎街道神埼宿周辺は、 旧長崎街道時代以降形成さ れた市街地と なっ ており 、 当時か

ら の街並みの風情が残っ ていますが、 近年は空き 店舗の増加や居住者の高齢化、 木造家

屋の老朽化などから 活気が失われています。 また、 JR 神埼駅駅前は、 広場や道路の整

備は行われていますが、 都市を印象付ける街並み景観には欠けています。  

・ こ のため、 神埼市を印象付け、 都市的雰囲気を感じ る こ と ができ るまち と し て、 旧長崎

街道沿いの市街地や櫛田宮などの歴史資源を活用し た個性ある街並みの復活、 若者を 含

め多く の人が集う こ と ができ るよう な商業娯楽施設の集積、 吉野ヶ 里歴史公園の入り 口

と し ての新し いまちの形成などが必要です。  
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経済センサスによる産業別従業者数（神埼町）

○さまざまな特性をもった田園地域の保全と生活環境の向上 

・ 国道 3 4 号や県道佐賀川久保鳥栖線の沿道では、 商業、 業務、 工業などさ まざまな都市

的土地利用が進んでいるほか、 田園地域では、 一部で小規模な宅地開発が見ら れます。  

・ 都市的土地利用に向けた開発に対し ては、 周

辺環境への影響など乱開発と なら ないよ う に

規制誘導が必要です。  

・ 生活道路や身近な公園などの生活環境の整備

は、 旧長崎街道神埼宿周辺の市街地、 田園地

域と も に十分ではあり ません。 市街地内や集

落においては、 生活環境水準の向上を 図る た

め、 道路の安全性確保や身近な公園・ 広場の

確保、 排水処理の水洗化などが必要です。  

・ 歴史的文化的な資源が分布する 地域において

は、 その資源の保全を 図り ながら 、 よ り 多く

の利用を 図る ため、 資源相互のネッ ト ワーク

づく り や公園の維持管理、 イ ベン ト の開催な

どが必要です。  

(中部地域) 

(中部地域) 
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○地域を支える交通環境の形成 

・ 国道 3 4 号、 国道 3 8 5 号、 県道佐賀川久保鳥栖線、 県道佐賀外環状線などの国・ 県道

や、 大町橋日の隈線、 平ヶ 里野寄線などの市道が地域内を ネッ ト ワーク し ていますが、

人や物の流れは、 佐賀市と 鳥栖市等を結ぶ東西方向が主と なっ ています。  

・ こ のため、 東西方向の幹線道路である国道 3 4 号や県道佐賀川久保鳥栖線は、 渋滞の解

消に向けた機能の向上、 また、 本市を 南北に縦断する幹線道路と 位置づけら れる県道三

瀬神埼線は、 位置づけに応じ た機能の向上が必要です。 こ れら の幹線道路においては良

好な沿道景観をも っ た質の高い道路空間整備のため、 歩道や街路樹の確保が必要です。  

・ 県道佐賀外環状線、 県道若宮鶴線、 県道吉田鶴線、 県道神埼北茂安線、 その他の主要な

市道について、 道路の役割に沿っ た整備と 、 歩道の確保などによる安全な道路と し ての

形成が必要です。 なお、 こ のほかの市街地内の主要道路や集落を 結ぶ道路については、

安全性の向上が必要です。  

・ JR 神埼駅は、 県内で四番目の乗降客数がある通勤通学駅と なっ ており 、 交通の拠点の

役割を 果たし ているこ と から 、 駅前整備などにより 結節機能の向上を 図っ ていく 必要が

あり ます。  

・ バスネッ ト ワーク は路線バス、 巡

回バスが身近な市民の足と し て運

行さ れていますが、 日常的な利便

性は十分と はいえない状況にあり

ます。 こ のため、 市民の要望を 踏

まえながら 、 ネッ ト ワーク システ

ムを 再編し ていく 必要があり ます。  
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■ワーク ショ ッ プで皆さ んに整理し ていただいたまちづく り の方向 

ま ち づ く り の 取 り 組 み の 方 向  

● 良 い と こ ろ ●  

・ 自然が多く 、 景観が良い 

・ 環境が良い（ 水･空気･緑など）  

・ 歴史的景観（ 吉野ヶ 里公園、 長崎街道など）

・ 公共施設の利便性 

（ 市役所･郵便局･学校･買物･交通など）  

・ 住環境（ 下水道、 ゴミ 収集など）  

・ 街なかの美観（ 張り 紙、 公衆ト イ レ など）  

◆ 悪 い と こ ろ ◆  

・ 道路の整備 

・ 通学路が狭く 危険 

・ 公園･緑地がない 

・ 商店街の賑わいがない 

・ 防災対策（ 河川の氾濫、 消防、 避難所など）

・ 観光資源の活用不足 

・ 高齢化による問題（ 空き 家、 活気不足など）

・ 地域の交流が少ない 

 

・ 仁比山小地区の観光資源整備 

・ 公園の整備（ 日の隈･仁比山･横武）  

・ 櫛田の市の周知にも っ と 力を入れる 

・ 馬場川の整備（ 特に川床の整備）  

・ 地域･字などの町区の整備が必要 

・ 選択と 集中(タ イ ムリ ーな優先順位付け) 

・ 道路整備 

◇国道、 県道（ 特に国道３ ４ 号）  

◇神埼北茂安線の早期開通 

◇町内中心部 など 

・ 消火栓の設置 

行政の役割  
 

・ 地域の行事への参加(特に若者の参加) 

・ 商店街の活性化 

・ 祭り やイ ベント の盛り 上げ 

◇櫛田の市 

◇長崎街道かんざき 宿場まつり  など 

・ 歴史資源の活用 

◇観光ボラ ンティ アの育成 

◇観光協会、 商工会と の協力 

◇パンフ レッ ト 、 ホームページの作成 

・ 人のつながり 、 支え合い活動の実践、  

市民協働の推進 

・ 賑わい拠点づく り  

（ 公園･歴史資料館･スポーツ施設など）  

・ 水辺を利用した整備（ 親水河川プールなど）  

住民の役割 

§ ま ち の 将 来 像 §  

○地域間の交流（ 近所づき 合い） 意識改革 

○若さ と 活力に満ちた元気なまち 

○歴史と 文化財に満ちた楽し いまち 

○神埼町が交流拠点と なれる（ 脊振～神埼町～千代田を 結ぶ直線道路が必要）  

○学園都市づく り （ 市内の若者が減少し ているので西九州大生と 市の交流を活発に）

○老人と 子供にやさ し いまち、 にぎわいのあるまち、 通勤通学が便利なまち 

○子育て環境 N o .1 まちづく り 、 コ ンパク ト シティ づく り  

○あるものを生かすまちづく り 、 誇り あるまちづく り 、 歴史文化を誇る人づく り まちづく り  

○住む人も 来る人も 楽し いまちづく り  

○水と緑と歴史のまち、「 つなげよう 気持ち、 つながろう 地域」、 市民自ら行う まちづく り  
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３－２ 地域の将来目標 

①将来像 

 

 

②地域づくりの基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 地域のまちづくりの方針 

①土地利用 

・ 旧長崎街道神埼宿周辺は、 商業・ 業務機能や行

政、 文化、 教育施設と 住宅が調和し た市の拠点

と し て、 機能の維持や街並み整備などを 進め、

快適さ と 魅力ある市街地形成に向けた検討を 進

めます。  

・ JR 神埼駅北口については良好な基盤条件を 前

提に、 低層の住宅や商業施設が立地する新し い

市街地の形成に向けた検討を進めます。  

・ 国道 3 4 号や県道佐賀川久保鳥栖線および県道

三瀬神埼線の沿道は、 活力ある沿道市街地と し

て、 周辺環境と の調和に配慮し ながら 、 一定範

囲の都市的な土地利用を許容し ていきます。  

・ 長崎自動車道から 千代田町にかけての田園地域

は、 ク リ ーク や農地、 集落地が調和し た地域と

○都市の活力と 魅力を 感じ るまち ○都市の活力と 魅力を 感じ るまち  

○交通利便性や歴史的町並みをいかした拠点性の高いまちづくり 

・ JR 神埼駅や国道 3 4 号などの交通利便性や旧長崎街道などの歴史的資源をいか

し て、 市の賑わいの中心と なるまちを目指し ます。  

○歴史資源や田園景観を楽しむまちづくり 

・ 吉野ヶ 里歴史公園や九年庵などの歴史資源や脊振の山並みを 背景にし た田園景

観をいかし て、 市外から の来訪者も 楽し く 過ごせるまちを目指し ます 

○暮らしやすい田園ライフが実現するまちづくり 

・ 交通利便性や快適な生活環境により 、 子育て世代を 含む多世代のみんなが暮ら

し やすいまちを目指し ます。  

旧長崎街道 

北口の状況 
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し て、 自然や農業生産環境の保全や、 良好な集落生活環境の整備を促進し ます。  

・ 吉野ヶ 里歴史公園から 九年庵、 水車の里、 日の隈公園に至るエリ アは、 田園景観と 調和

し た歴史文化レ ク リ エーショ ン地区と し て、 面的に優れた景観地区の形成に向けた検討

を進めます。  

・ 地域の建築物の規制誘導を 行う ため、 用途地域や特定用途制限地域の指定について検討

を行います。  

②交通体系 

・ 都市計画道路については、 将来の本市全体の交通

網のあり 方、 土地利用や交通需要の変化などを踏

まえて、 再検討を行ないます。  

・ 国道 3 4 号を始めと する地域幹線道路や生活幹線

道路については、 交通処理機能の向上や安全性に

配慮し た道路環境づく り の検討を 行ないます。  

・ 県道三瀬神埼線は、 地域縦断軸の形成や駅南北の一体化のため、 鉄道による分断の解消

についての検討を 行ないます。 また、 県道神埼北茂安線について、 ルート の明確化や整

備方法について検討を進めます。  

・ JR 神埼駅の結節機能の向上やバスネッ ト ワーク システムの再編によ り 、 利用し やすい

公共交通体系の形成に向けた検討を行ないます。  

③生活環境 

・ 市街地や集落地において、 安全で快適な田園ラ イ

フ の実現を 図るため、 生活道路の安全性の確保、

子供の遊び場の確保、 排水処理の水洗化の普及な

ど、 生活環境水準の向上を促進し ます。  

・ 水害の危険性が高い地域では、 河川整備と あわせ、

市民と と も に避難マッ プの作成などにより 、 安全なまちづく り を検討し ます。  

④自然環境 

・ 県立自然公園に指定さ れた日の隈公園周辺から

仁比山公園にかけての緑地は、 脊振山系の眺望

と 一体と なっ た緑の空間と し て保全を 行います。  

・ 河川やク リ ーク などの水路は、 一体の水辺空間

と し て親水性の高い環境づく り に向けて検討を

進めます。  

仁比山の街並み 

水車の里周辺田園景観 

国道 3 4 号 
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中部地域まちづくり方針図 
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４ 南部地域 

４－１ 地域の特性と課題 

○地域の特性 

・ 地域は土地利用や諸施設の分布の特性から 、 西部地区、 中部地区、 東部地区に分かれて

います。  

・ 西部地区は、 旧長崎街道宿のひと つである境原地区を中心に国道 2 6 4 号や県道佐賀八

女線の沿道などに都市的土地利用が行われ、 またそれ以外はク リ ーク と 一体と なっ た農

地や集落が分布する地区と なっ ています。  

・ 中部地区は、 千代田総合支所周辺に公共公益施設や生活サービス施設が立地し 、 周辺は

ク リ ーク と 一体と なっ た農地や集落が分布する地区と なっ ています。  

・ 東部地区は、 国道 3 8 5 号や県道佐賀八女線、 県道諸富西島線などが経由し 、 工業団地

の立地や、 筑後川に沿っ た大中規模の集落が分布する農業生産を主と する地域です。  
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○クリークが特徴の田園地域の保全 

・ 地域を 特徴づけるク リ ーク 網と 、 基盤整備が行われた優良な農地が広がる田園地域です。

ク リ ーク は、 直鳥ク リ ーク 公園と し て保全さ れたも ののほか、 ほと んどの集落で現在も

ク リ ーク が生活空間と 一部と なっ ています。  

・ こ れら のク リ ーク のほか、 城原川、 田手川、 馬場川などの河川・ 水面が市民に潤いを与

えていますが、 水質の悪化や氾濫の恐れが懸念さ れています。  

・ こ のほかには下村湖人の出生地やそのゆかり の公園、 筑後川スポーツ公園などの歴史文

化レク リ エーショ ン資源が分布し ています。  

・ ク リ ーク を 地域の個性と し て位置づけ、 次世代に引き 継ぐ 自然・ 文化の資源と し て保全

を 図っ ていく 必要があり ます。 また、 基盤整備が行われた水田を 中心と し た優良な農地

においては、 良好な生産環境の保全を図るこ と が必要です。  

・ 災害の危険性に対し て、 その防災を進める ため、 河川改修などのほか市民にわかり やす

い防災マッ プなど、 ソ フ ト な対策も あわせて必要です。  
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○地域の活性化 

・ 地域は佐賀市や久留米市などに近接

し ていますが、 人口の減少や高齢化

などから 活力の低下が見ら れます。

地域の多様な産業形成に向けて、 地

域の核と し て総合支所周辺における

生活サービ ス機能を 充実さ せていく

こ と や、 多様な産業構造の形成が求

めら れます。  

・ こ のため、 農業生産環境に十分配慮

し ながら 、 サービ ス機能や業務機能、

生産機能の立地の推進を 検討する 必

要があり ます。  

11,960 12,281 12,270 11,883 12,055 11,868 11,810

2,716 2,838 2,934 2,991 3,258 3,412 3,602

25.2%
23.5%

21.1%
18.9%

16.1%
14.9%

14.1%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

人口 世帯数 高齢化率（右軸）

人口・世帯数の推移（千代田町）(人,世帯）

3.5

8.9

12.0

23.8

27.9

16.8

15.7

34.1

30.2

4.9 9.3

9.6

2.2

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

神埼市

千代田町

一次産業 建設業 製造業 卸小売業

サービス業 公務 その他

経済センサスによる産業別従業者数（千代田町）

（ 南部地域）  

（ 南部地域）  
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○散居型の集落特性に対応した生活環境の整備 

・ 広大な平野の中に、 ク リ ーク と 一

体と なっ た中小規模の集落が広

く 分散する 形態の土地利用が主

と なっ ていますが、 集落の周辺

など の一部において、 小規模な

宅地開発が見ら れます。 こ のよ

う な都市的な土地利用の動き に

際し ては、 周辺環境への影響な

ど 乱開発と なら ないよ う に規制

誘導が必要です。  

・ 各集落には子供たち のための公

園や広場がないこ と 、 集落内及

び集落から 移動する ための生活

道路の幅員や線形が不十分で あ

る こ と など 、 生活環境と し ての

整備は十分ではあり ま せん。 こ

れら の地域においては、 道路の

安全性確保や身近な公園・ 広場

の確保、 排水処理の水洗化など

によ り 、 生活環境水準の向上を

図っ て行く 必要があり ます。  

 

 

 

 

防災

防犯
生活道路

バス 利用

街並

買物

通学

幼児保育

公民館

高齢者 医療施設

遊 び場 下水道

公害
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下水道
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南部地域
神埼市平均

■アン ケート 調査による 南部地域の「 住みよさ 」 や 

 「 身近な環境の整備優先度」  

住みよさの指数

折れ線は全市

78.2

66.2

-1.3

-5.2

-25.6

-9.7

40.6

47.7

26.6

24.4

6.8

-32.1

80.4

65.8

57.0

36.7

28.1

9.8

1.7

-28.2

-30.4

20.6

14.3

-7.1

-40 -20 0 20 40 60 80 100

(ﾎﾟｲﾝﾄ)→　そう思う思わない　←

＜南部地域＞

1 豊かな自然がある

3 住みなれて愛着がある

2 歴史や由緒がある

9 災害の心配が少ない

8子育 てがし やすい

5 物価や地価が安い

6 教育環境がよ い

4 生活の利便性が高い

7 高齢者が生活し やすい

12 行政･文化ｻー ﾋﾞ ｽ利用

10 働き 口を 探し やすい

11 都会的な魅力がある

全体としての住みよさ

6.8

7.6

67.2

67.9

10.7

7.4

9.7

12.6

4.5

3.3
1.2

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

南部地域

合計

とても住みやすい まあ住みやすい

やや住みにくい 住みにくい

どちらともいえない 無記入
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○安全で快適な交通環境の形成 

・ 国道 2 6 4 号、 県道佐賀八女線、 県道諸富西島線が

東西方向、 国道 3 8 5 号、 県道佐賀外環状線などの

国・ 県道、 境原龍尾線や国営千代田西 1 号線などの

主要な市道が地域内を ネッ ト ワーク し ていますが、

人や物の流れは、 佐賀市と 久留米市を 結ぶ東西方向

が主と なっ ています。  

・ 佐賀市、 久留米市等や JR 神埼駅方面への人やも の

の流れを支えるため、 国道 2 6 4 号、 県道佐賀八女

線、 県道諸富西島線及び、 市道境原竜尾線などの機

能の充実が必要です。  

・ また、 JR 神埼駅方面など南北方向の動き に配慮し

て、 国道 3 8 5 号、 県道佐賀外環状線、 市道国営千

代田西 1 号線などの機能向上が必要です。  

・ 地域の足と なるバスネッ ト ワーク は、 路線バスや巡

回バスが運行さ れていますが、 日常的な利便性は十

分と はいえない状況にあり ます。 市街地や集落間の

人の動き を 支え、 車を運転し なく ても よいまち づく

り を 図るため、 市民が利用し やすいバスネッ ト ワー

ク の形成が必要です。  

 

■アン ケート 調査による 南部地域の 

 「 生活行動」  

神埼町

神埼町

佐賀市吉野ヶ里
町他

その他県
内

久留米市
周辺

福岡市周辺
その他

勤務・ 通学　 南部地域

12.9

21.7

0.9
38.2

7.4

5.1
8.8 5.1

佐賀市
千代田町

千代田町

千代田町

最寄品の買物　 南部地域

8.5

37.937.6

3.2

12.1
0.7

佐賀市

買廻り 品の買物　 南部地域

3.6 4.0

77.5

1.5 6.5

2.2

4.7

佐賀市

休日の娯楽など　 南部地域
1.6

43.3

2.013.4
8.3

30.7 福岡市周 辺
その他 佐賀市

その他県内

通院　 南部地域

11.6

44.2

5.83.6
1.1

33.7
佐賀市

神埼町

千代田町

脊振町
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■ワーク ショ ッ プで皆さ んに整理し ていただいたまちづく り の方向 

ま ち づ く り の 取 り 組 み の 方 向  

● 良 い と こ ろ ●  

・ 直鳥公園の景観や環壕集落 

・ ク リ ーク （ ウナギやカ モが生息）  

・ 水辺の植物が多種（ ハス･ヒ シ）、 希少植物が

多い(オグラ コ ウホネ･アサザ) 

・ 城原川の景観（ 菜の花など）  

・ 歴史がある（ 高志狂言･直鳥城跡･下村湖人など）  

・ 閑静である 

◆ 悪 い と こ ろ ◆  

・ クリーク（ 水の汚れ、法面崩落、不法投棄、雑草など）

・ 高齢化による問題（ 独居、 活気不足など）  

・ バス交通が不便 ・ 交差点の事故が多い 

・ 歩道の整備、 街灯不足 ・ 高志神社の整備 

・ 道路の整備（ 特に南北方向）  

・ 安全な子供の遊び場がない 

・ 買物が不便（ 徒歩）  

・ 就業の場が少ない 

 

・ 脊振～神埼～千代田でつなぐ城原川の環境

整備（ 公園化による生活の拠点、 防災計画）  

・ 市民町民が集まる公園づく り  
（ グラ ウンド 等スポーツ施設の整備）  

・ 道路整備 
◇事故多発交差点の看板・ 信号設置 

◇歩道設置、 外灯増設 など 

・ 住宅・ 工場・ 商業地帯のエリ ア設定 

・ 開発先行の企業誘致 

・ 開発先行の住宅地計画（ モデルタウン化）  

・ 小･中学校でク リ ーク について 学んで

も ら い、 理解や興味を深める 

・ ク リ ーク の整備 
◇ゴミ 捨て禁止看板・ 遊歩道の設置 

◇ウォ ーキングコ ース、 釣り 場の整備 

◇目玉と なる植物の植栽 

行政の役割  
 

・ 独居老人、 高齢者に対する 支援ボラ ン

ティ ア 

・ 地区の防災マッ プの作成 

（ 住民の経験に基づく ）  

・ 地区単位での防災活動 

・ 運動公園、 スポーツ施設の整備 

・ 地域の運動会の開催 

・ ク リ ーク の保全 
◇環境の美化（ ゴミ 拾い、 植栽など）  

◇地区単位での美化コ ンテスト  

◇イベント の開催（ 釣り、 ハンギー競漕など）

住民の役割 

§ ま ち の 将 来 像 §  

○モデルと なる住みよい環境を作る（ 用途地域を明確にし た都市計画、 道路計画）  

○観光地を 造り 上げて集客 

○車でも 自転車でも 徒歩でも 安全に便利に暮ら せるまち 

○高齢者と 子供が安心し て暮ら せるまち 

○ク リ ーク 、 農地を有効活用出来るまち 

○ク リ ーク を利用し たまちおこ し （ 法面に植栽、 ク リ ーク の美化、 環境改善）  

○水辺がも っ と 身近に感じ ら れるまち 

○花、 緑いっ ぱいのまち 
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４－２ 地域の将来目標 

①将来像 

 

 

②地域づくりの基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 地域のまちづくりの方針 

①土地利用 

・ 千代田総合支所周辺は、 地域生活サービ ス

の拠点と し て、 行政や教育、 文化など の機

能のほか、 国道 2 6 4 号沿道には商業機能な

どの立地を促進し ます。  

・ 境原地区については、 佐賀市に隣接する 利

便性を 生かし て、 周辺環境に配慮し ながら 、

国道 2 6 4 号沿道などに住宅や商業など一定

範囲の都市的土地利用を 許容し ていき ます。  

・ 神埼南部工業団地周辺については、 周辺農

地等への環境に配慮し ながら 、 国道 3 8 5 号

の整備効果を 受け止める 土地利用について

検討を行ないます。  

・ 優良な農地に分布する ク リ ーク と 一体と な

っ た集落地については、 低層住宅地と し て

保全する と と も に生活環境の向上を 促進し

ます。  

○ク リ ーク に囲まれた環境を誇り と するまち ○ク リ ーク に囲まれた環境を 誇り と するまち  

○クリークに親しむライフスタイルを実現するまちづくり 

・ ク リ ーク に代表さ れる特徴ある田園景観の中で、 安全で快適な暮ら し やすい生活

が可能なまちを目指し ます。  

○近接都市への利便性を生かした活力あるまちづくり 

・ 隣接する都市などへの近接性を いかし て、 さ まざまな機能が集まるまちを目指し

ます。  

境原周辺住宅地 

千代田総合支所周辺公共施設群 
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②交通体系 

・ 地域幹線道路や生活幹線道路については、 交通

処理機能のほか安全な歩行空間の確保、 交差点

の改良によ る 事故の危険性の解消などについて

検討を進めます。  

・ こ のう ち、 国営千代田西 1 号線など、 整備が進

めら れている 主要な市道は、 地域の生活利便性

を 高める 道路と し て、 その整備の促進を 図り ま

す。  

・ 市民の日常的な足を 確保し 、 だれも が便利で安

心でき る 地域づく り を 進める ため、 バスネッ ト

ワーク システムの再編に向けた検討を 進めます。  

③生活環境 

・ 市街地や集落地において、 ク リ ーク と 調和し た

安全で快適な田園ラ イ フ の実現を 図る ため、 生

活道路の安全性の確保、 子供の遊び場の確保、

排水処理の水洗化の普及など、 生活環境水準の

向上を促進し ます。  

・ 水害の危険性が高い地域では、 河川整備と あわ

せ、 市民と と も に避難マッ プの作成などにより 、

安全なまちづく り を検討し ます。  

④自然環境 

・ ク リ ーク を 生かし た地域空間づく り を 進めるた

め、 市民と の協働によ るイ ベント やク リ ーク の

維持管理を進めます。  

・ 城原川、 田手川を はじ めと する 河川の親水化や

公園・ 広場の確保を 図り 、 ク リ ーク と 一体と な

っ た水辺空間づく り を進めます。  

 
直鳥ク リ ーク  

田園住宅地 

国営千代田西１ 号線 

国道 2 6 4 号 
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１ 市民が参加するまちづくりのための仕組みづくり 

 まち づく り は、 都市において生活し 、 また活動し ている市民、 さ まざまな事業体、 及び

行政が力を合わせ、 その知恵と 行動を結集し て行う も のです。 それぞれの役割と 責任を 認

識し ながら 、 まちづく り の目標を 共有化し 、 適切な役割分担による多様な主体が参画する

まちづく り を進めていく 必要があり ます。  

１－１ 適切な役割分担 

 市民は、 まちづく り の主役と し て、 まち づく り のルールの検討、 まちづく り 活動への積

極的な参加のほか、 身近な道路や公園の維持や管理にも 関わっ ていく こ と が求めら れます。  

 身近な環境について最も 詳し い地域に生活する市民たちが、 改めて身の回り を見つめな

おし て、 よいと こ ろ の維持保全や、 問題があると こ ろ の改善などを でき ると こ ろ から 進め

るこ と が重要です。  

 企業や大学、 農業経営体などさ まざまな事業体は、 事業を通し て地域の発展に貢献し て

いく こ と が重要です。 まちづく り の担い手と し ての役割と 責任を 自覚し 、 積極的にまちづ

く り への参加し ていく こ と が必要です。  

 行政は、 市民や事業体と と も に、 都市計画の決定や具体的な事業の推進、 その効果を 見

極めながら さ まざまな手

法の適切な活用など、 市

全体の視点から の施設の

整備や維持管理を 担いま

す。 また、 関係機関と の

協議・ 調整を 行う と と も

に、 各地のまち づく り に

関する 情報の収集や市民

への提供を 行い、 市民の

自主的なまち づく り 活動

の支援、 リ ーダーと なる

人材の育成、 まち づく り

活動の支援制度の確立な

どに努めます。  

 

第Ⅴ章 実現化に向けて 
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１－２ 行政の総合的な取り組み 

①庁内体制の充実 

 こ のマスタ ープラ ンが都市計画の総合的な指針と し て機能し ていく ためには、 都市計画

分野にと どまら ず、 産業、 環境、 福祉、 教育、 企画などの各分野と 連携し て計画的に進め

ていく こ と が重要です。  

 こ のため、 都市計画行政の各段階において関係部署と の調整を 行い、 また、 住民活動の

支援についても 幅広い庁内から の参加を行っ ていく こ と と し ます。  

②市民のまちづくり活動への支援 

 本市には CSO を はじ め、 いく つかのまちづく り 組織が活動を 行っ ています。 自分たち

のまち は自分たち の手によっ て良く し ていこ う と する 市民の活動に対し ては、 必要な情報

の提供や話し 合いの場の確保、 まち づく り の専門家の派遣などの支援を行っ ていく 必要が

あり ます。  

 また、 市民による具体的な提案があっ た場合には、 こ れを受け止める仕組みや制度の活

用を図っ ていく こ と が求めら れます。  

③国・県等関係機関との連携・調整 

 今後、 まちづく り を進めていく 場合、 国や県、 隣接する市町、 鉄道やバスなどの交通事

業者にかかわるも のがあり 、 こ れら のと の十分な連携の下に進めていく 必要があり ます。  

 広域的な道路や河川の整備については、 管理者である 国や県と 早い段階から その実現に

向けた協議を行います。  

 また、 市民の足である鉄道やバスについては、 今後の運行形態の再編時などに、 初期の

段階から 関係する事業者と 協議調整を行う こ と と し ます。  
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１－３ ワークショップの経験と展開に向けて 

 今回のマスタ ープラ ンの策定に当たっ ては市民ワーク ショ ッ プを開催し 、 参加さ れた市

民から の積極的な協力を得る こ と ができ まし た。 また、 参加者の関心も 高く 、 市民と し て

の役割やまち づく り への参加意識、 身近な環境への的確な視点など、 まちづく り における

市民参加の意義と 効果を認識するこ と ができ まし た。  

 今後、 市民の積極的な関心を 受け止め、 市民の手によ るまち づく り を進めていく ために

も 、 こ のよう な機会を継続的に持っ ていく こ と 、 また、 まちづく り 行政において積極的な

提案を 受け止めるこ と ができ る よう な制度づく り など、 持続的な活動へつなげていく こ と

が重要と 考えています。  

 こ の際、 幅広い参加が期待でき るよう な仕組み、 行政による まちづく り 情報の提供のあ

り 方、 具体的な都市計画制度（ 地区計画や都市計画提案制度など） への展開、 またその検

証など、 市民がまちづく り の担い手である こ と を実感でき るよ う な仕組みへの展開を 図り

ます。  

 

■ 第 1 回（ H23. 12. 21)  

～ガイ ダンスと まちの通信簿の作成～

■ 第 2 回（ H24. 1. 12)  

～地域の点検マッ プの作成～

■ 第 4 回（ H24. 2. 14）  

～地域の重点プロジェ ク ト の検討～

■ 第 3 回（ H24. 1. 26)  

～地域の将来像と取り組みの方向性の検討～

今回のワークショップの流れ 
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２ 実現化に向けた制度の活用 

２－１ 都市計画によるコントロール 

①都市計画区域 

 都市計画区域は、「 一体の都市と し て総合的

に整備、 開発、 及び保全」 する必要がある区域

を対象に、 土地利用や都市施設の計画的な推進

を図るために指定するも のです。  

 本市においては、 人や物の流れの状況、 自然

的社会的な条件、 開発動向や建築物の建築の動

向などを踏まえて、 指定の必要性と その範囲に

ついて再検討を行う こ と と し ます。  

 なお、 都市計画区域以外の区域における土地利用の規制誘導は、 農地法や森林法などに

よるほか、 建築基準法第 6 8 条の９ による集団規定の適用などをあわせて検討を行います。  

 

■都市計画区域等の指定の効果 

関係法律 都市計画区域指定の効果 都市計画区域 準都市計画区域 区域外 

用途地域の指定 可 － 

特定用途制限地域の指定 可 － 

都市施設(道路や公園等)の決定 可 不可 － 

開発行為の県知事許可 3 千㎡以上 １ 万㎡以上 

地区計画の決定 可 不可 － 

市街地開発事業の施行 可 不可 － 

都市計画法 

都市計画事業の施行 可 不可 － 

建築確認 ○ 
特殊 

建築物等 建築基準法 

建築基準法の集団規定の適用 ○ 注 1 

国土利用 

計画法 
土地取引の県知事届出 

５ 千㎡ 

以上 

１ 万㎡ 

以上 

１ 万㎡ 

以上 

地方税法 
都市計画税を 徴収する こ と が

でき る (条例で定める区域) 
可 不可 不可 

注 1 ： 建築基準法第 6 8 条の 9 において、 「 建築基準法第 6 条第 1 項第 4 号の規定に基づき、 県

知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、 地方公共団体は、 当該区域内

における土地利用の状況等を考慮し 、 適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と 認めると

きは、 条例で、 建築物又はその敷地と 道路と の関係、 建築物の容積率、 建築物の高さ その他

の建築物の敷地又は構造に関し て必要な制限を定めるこ と ができる。 」 と さ れている。  

●都市計画区域指定の 5 つの要件（「 一体

の都市と し て総合的に整備、 開発、 及び

保全」 する 必要がある区域の判断基準）
 

  (1 )土地利用の状況及び見通し  

  (2 )地形等の自然的条件 

  (3 )通勤、 通学圏等の日常生活圏 

  (4 )主要な交通施設の設置の状況 

  (5 )社会的・ 経済的な区域の一体性 
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■農地、 森林、 自然公園、 緑地関連法による土地利用規制の概要 

  （ 都市計画以外の土地利用規制制度例）  

森林法 自然公園法 自然環境保全法

  農地法 
保安林 

指定

なし

地域森林計画対

象民有林 

特別 

地域 

普通 

地域 
原生林 普通 

建築 

行為 

･ 

開発 

行為 

甲種 1 種： 原則不可 

2 ･3 種： 周辺の状況

に応じ て許可 

－ － 

森林 

の 

伐採 

－ 

大規模な

も のは農

水産大臣

許可。 そ

の他は知

事許可 

1 h a

以上

は 

届出

1 h a 以上の開発

行為(土石､樹根

の採掘､開墾その

他の土地の形質

を 変更する 行為

又は幅員 3 ｍ以

上の道路の築造)

は知事の許可 

(林地開発許可) 

原則 

不可 

一定規

模以上

は届出 

原則 

不可 

特別：

許可 

普通：

届出 

土地 

利用 

規制 

甲種・ 1 種： ○ 

2 ・ 3 種： △ 
○ △ ○ ◎ ○ ◎ ○ 

運用 

主体 

大規模なも のは農

水省 

他は市町村農業委

員会 

大規模なも のは農

水省 

他は知事 

知事 

国立･国定公園は

環境省 

他は知事 

原生林は環境省

他は知事 

◎：土地利用の規制が強い  ○ ：比較的強い  △ ：あまり強くない         出典：都市計画マニ ュアル 

 

②用途地域又は特定用途制限地域 

 都市計画区域において新築さ れる建物用途に一定の制限を設けるなど、 建築物のコ ント

ロールを図るため、 用途地域又は特定用途制限地域の指定について検討を行います。  

 

■特定用途制限地域の概要 

趣旨 

用途地域が定めら れていない土地の区域内において、 その良好な環境の形成又は保持

のため当該地域の特性に応じ て合理的な土地利用が行われるよう 、 制限すべき特定の

建築物等の用途の概要を定める地域 

都市計画に 

定める事項 

①種類  ②位置  ③区域  ④面積 

⑤制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要 

用途の制限 

①制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途（ 建築基準法第 4 9 条の 2 ・ 条例）

②建築物の敷地、 構造又は建築設備に関する制限で地域指定の目的を実現する上で必

要なも の(建築基準法第 5 0 条･条例) 
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③地区計画制度等の活用 

 まと まっ た住宅地や農家集落などではその特性に応じ て、 き め細かなまちづく り が必要

です。 こ のよう な地区レベルのまちづく り に当たっ ては、 関係市民の参画や理解のも と に、

地区計画制度の活用を図っ ていき ます。  

 

■地区計画の適用タ イプ 

住宅市街地開発整備

タ イプ 

住宅市街地の開発、 その他建築物やその敷地の整備に関する事

業が行われる、 又は行われた区域 

スプロ ール防止タ イ

プ 

建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われた、 又は行

われると 見込まれる一定の区域で、 公共施設の整備状況、 土地

利用動向等から 見て不良な街区の環境が形成さ れる恐れがある

もの 

環境保全タ イプ 
健全な住宅市街地で、 良好な居住環境その他優れた街区環境が

形成さ れている区域 

 

④ 都市施設の整備 

 都市計画道路については、 都市計画区域の再編にあわせて、 広域的な視点や都市計画道

路と し ての意義、 交通需要の変化などさ まざまな要素を 調査し 、 再検討を 行ないます。 特

に、 国道 3 4 号や県道三瀬神埼線、 県道神埼北茂安線の機能強化の実現に向けて、 都市計

画道路の再編と と も に整備の促進を図り ます。  

 また、 公園については、 遊休地の利活用など都市計画決定によ ら ない形での確保を図る

こ と と し ます。 こ のため、 可能な範囲で確保が促進でき るよう 、 本市にふさ わし い制度づ

く り を検討し ます。  

 

２－２ その他の制度の活用 

 本市のまちづく り を進める上では、 都市計画制度による規制・ 誘導や都市施設の整備だ

けでは十分と はいえません。 たと えば、 快適な景観づく り のための景観形成計画の策定と

その活用、 建築協定や緑化協定によ る良好な環境の保全・ 形成、 建築基準法のセッ ト バッ

ク を 活用し た狭隘道路の幅員確保など、 都市計画法以外の制度の幅広い活用を視野に入れ

た検討を行う など、 まちづく り の課題の総合的な解決を図り ます。  
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３ 重点的な取り組み 

 こ れまで検討し た整備の方針は、 都市計画制度の中で対応し ていく も の、 その他の制度

を 活用し て対応を図るも の、 また市民と の協働の中で解決を図る も のなど、 さ まざまな取

り 組みを展開し ながら 進める必要があり ますが、 厳し い財政事情の中で実現化を図っ てい

く ためには、 それぞれの優先性や整備効果などを踏まえた「 選択と 集中」 による 対応が必

要と なるこ と 、 また、 市民の積極的な参画のも と に取り 組んでいく こ と が必要です。  

 こ こ では、 都市の将来像に位置づけた、『 暮ら し やすさ と 活力にあふれた魅力ある未来都

市』 の実現に向けて、 重点的に取り 組む必要性が高く 、 目標達成に効果が期待でき る項目

について整理し まし た。 こ れら の項目は、 市が管理主体のも のにあっ てはその推進を 図り 、

市以外が管理主体のも のにあっ ては、 各管理者、 事業者に促進の働き かけを 行う などの取

り 組みを進めます。  



 1 0 0

 ■重点的な取り 組みの項目 

取り 組みの項目 取り 組みの内容 

県道三瀬神埼線 

・ 地域縦断軸を支える道路と し て、 災害時の安全性の確保や

歩道の確保等に向けた整備の促進 

・ 歴史文化レクリ エーショ ン拠点を結ぶネッ ト ワーク形成に

向けた整備の促進 

市道国営千代田西

1 号線 
・ 地域縦断軸を支える新たな道路と し て、 計画区間の全面開

通に向けた整備の推進 

城原川等の河川 
・ 城原川等筑後川水系河川について、 同整備計画にもと づく

河川改修の促進 

一体的な

都市 

づく り  

地
域

縦
断

軸
の

形
成

 

中心拠点の形成 

(市の顔づく り ) 

・ 旧長崎街道の復活、 沿道建物のルール化、 商業や観光の活

性化、 歴史的資源の保全などを総合的に進めるこ と につい

て、 市民と の協働による活動の推進 

都市計画区域の再編 ・ 旧３ 町の区域にと らわれない形で検討・ 見直し の推進 

用途地域又は特定用途制

限地域の指定 

・ 本市の特性に適合し た制度活用のあり 方、 適用範囲、 内容

について検討、 必要に応じ て指定の推進 

良好な 

土地利用

の実現 

地区計画制度 
・ 市民に制度活用についての情報の提供と 、 具体的適用の検

討の推進 

国道 3 4 号 
・ 中央横断軸や佐賀中部地域の広域連携軸を支える道路と し

て、 4 車線化等機能強化に向けた整備の促進 

国道 2 6 4 号 
・ 南部横断軸を支える道路と し て、 交差点の改良や歩道の確

保等に向けた整備の促進 

県道佐賀川久保鳥

栖線 

・ 北部横断軸を支える道路と し て、 歩道の確保等に向けた整

備の促進 

横
断

軸
の

機
能

の
向

上
 

県道神埼北茂安線 
・ 中央横断軸の強化や中心拠点内の円滑な交通処理のため、

都市計画道路の再編を踏まえた整備の促進 

都市計画道路網の再編 
・ 都市計画区域を対象と し た幹線道路網の形成に向けて、 現

在決定さ れている都市計画道路の再編・ 見直し の推進 

市民の 

活動を 

支える 

交通機能

の向上 

 

鉄道の運行利便の向上 ・ 鉄道の運行本数拡大や快速列車運行の促進 

 

  


